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四
、
わ
が
国
の
遺
留
分
権
論

　
１
．
事
業
承
継
と
遺
留
分
を
め
ぐ
る
議
論
状
況

　
２
．
遺
留
分
権
の
正
当
化
根
拠

　
３
．
小
括

五
、
お
わ
り
に

一
、
は
　じ
　め
　に

　
遺
留
分
は
、
遺
言
に
よ
っ
て
も
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
家
族
の
最
低
限
の
相
続
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
相
続
人
の
遺
言
す
る
権
利
を
制
限

す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き 

し
か
し
、
近
年
、
遺
留
分
は
、
遺
言
す
る
権
利
を
制
限
す
る
の
み
な
ら
ず
、
被
相
続
人
が
営
む
事
業
の

承
継
を
妨
害
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き 

こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
事
業
と
個
人
の
所
有
が
分
離
し
て
い
な
い
こ
と
の

多
い
、
中
小
企
業
に
お
け
る
事
業
承
継
の
場
面
で
妥
当
す
る
。
そ
こ
で
は
、
経
営
者
が
、
後
継
者
に
、
株
式
お
よ
び
事
業
用
の
資
産
を
集
中
し

て
遺
贈
し
た
場
合
に
、
他
の
相
続
人
が
遺
留
分
権
を
行
使
す
る
と
、
株
式
や
事
業
用
の
資
産
が
分
散
し
、
事
業
の
承
継
に
支
障
を
き
た
す
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
一
定
程
度
解
決
す
る
の
が
、
二
〇
〇
八
年
に
成
立
し
た
、
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化

に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
経
営
承
継
円
滑
法
と
略
記
す
る
）
で
あ
る
。
同
法
に
よ
り
、
中
小
企
業
の
代
表
者
の
死
亡
に
伴
う
遺
留
分
の
う
ち
、

後
継
者
が
取
得
し
た
株
式
等
を
算
定
す
る
に
際
し
て
、
推
定
相
続
人
全
員
の
合
意
に
よ
り
、
後
継
者
の
取
得
し
た
株
式
等
を
、
遺
留
分
額
算
定

の
基
礎
と
な
る
財
産
に
算
入
し
な
い
と
す
る
特
例
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
経
営
承
継
円
滑
法
四
条
）。
こ
れ
は
、
被
相
続
人
が
営
む

事
業
の
承
継
を
、
遺
留
分
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
事
業
の
承
継
を
遺
留
分
が
妨
害
す
る
と
い
う
問
題
意
識
の
高
ま
り
を
示
す
。
事

業
の
承
継
を
遺
留
分
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
立
法
的
対
策
の
背
景
に
は
、
国
民
経
済
上
の
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

（
１
）
る
。

（
２
）
た
。
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中
小
企
業
は
国
内
企
業
数
の
九
割
を
占
め
、
雇
用
の
七
割
を
支
え
る
と
と
も
に
、
独
自
に
高
度
な
技
術
を
有
し
、
取
引
先
で
あ
る
大
企
業
に
と
っ

て
も
不
可
欠
な
存
在
に
な
っ
て
い 

し
た
が
っ
て
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
が
遺
留
分
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
る
こ
と
は
、
地
域
経
済
お
よ
び

国
民
経
済
の
発
展
や
雇
用
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
事
業
の
承
継
を
遺
留
分
か
ら
守
る
こ
と
が
重
要
と
な

る
。

　
遺
留
分
が
事
業
承
継
を
妨
害
す
る
問
題
は
、
と
く
に
近
年
、
遺
留
分
制
度
の
機
能
が
変
化
し
、
そ
の
存
在
意
義
が
問
わ
れ
て
い
る
だ
け
に
、

い
っ
そ
う
深
刻
な
問
題
と
な
る
。
事
業
の
承
継
を
保
護
す
る
傾
向
と
は
対
照
的
に
、
遺
留
分
に
関
し
て
は
、
そ
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
再
検
討

を
加
え
る
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ 

と
り
わ
け
、
学
説
に
お
い
て
遺
留
分
の
機
能
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
、
被
相
続
人
の
子

の
生
活
を
保
障
す
る
機
能
は
、
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
高
齢
社
会
で
は
、
親
が
死
亡
し
た
時
に
は
、
子
は
既
に
独
立
し

た
生
活
を
送
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
子
の
遺
留
分
に
関
し
て
は
、
も
は
や
生
活
保
障
は
遺
留
分
の
機
能
と
は
捉
え
に
く
い
と
の
指
摘
が
あ 

こ
の
よ
う
に
、
遺
留
分
の
存
在
意
義
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
状
況
下
で
は
、
そ
の
よ
う
な
遺
留
分
に
よ
っ
て
事
業
を
妨
害
す
る
こ
と
が
は
た
し

て
正
当
化
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
遺
留
分
の
機
能
の
変
化
を
踏
ま
え
た
遺

留
分
制
度
の
新
た
な
基
礎
づ
け
を
検
討
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と

す
る
。
ド
イ
ツ
で
も
、
遺
留
分
の
機
能
の
変
化
が
指
摘
さ
れ
、
遺
留
分
制
度
の
存
在
意
義
を
再
検
討
し
、
遺
留
分
の
基
礎
づ
け
を
試
み
る
研
究

が
盛
ん
で
あ 

と
く
に
、
遺
留
分
を
基
本
法
上
基
礎
づ
け
る
試
み
が
あ
る
こ
と
、
事
業
承
継
を
遺
留
分
が
妨
害
す
る
と
い
う
認
識
が
、
日
本

に
お
け
る
認
識
と
比
べ
て
、
早
く
か
ら
一
般
化
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
遺
留
分
を
基
本
法
上
基
礎
づ
け
る
試
み
か
ら
は
、
一
方
で
、

遺
言
の
自
由
は
、
基
本
法
上
明
ら
か
な
保
障
を
受
け
、
他
方
で
、
遺
言
の
自
由
を
制
限
す
る
遺
留
分
は
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら

（
３
）
る
。

（
４
）
る
。

（
５
）
る
。

（
６
）
る
。
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か
と
は
い
え
ず
、
新
た
な
基
礎
づ
け
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
状
況
を
み
る
こ
と
が
で
き 

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
五
年
四
月
一
九
日
の
決
定
に
お
い
て
、
遺
留
分
が
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
と
の

立
場
を
明
ら
か
に
し 

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
遺
留
分
の
基
本
法
上
の
基
礎
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
一
つ
の
契
機
と
な
り
、
遺
留
分

の
基
礎
づ
け
を
検
討
す
る
議
論
が
新
た
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
。
議
論
の
展
開
を
示
す
も
の
と
し
て
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
三
〇
日
か
ら
同
年

一
二
月
二
日
ま
で
キ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
る
。
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
遺
留
分
法
改
正
を
テ
ー
マ
と
し
、
研
究
者
、
公
証

人
、
司
法
省
代
表
者
な
ど
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
改
正
の
社
会
経
済
上
の
効
果
お
よ
び
正
当
性
に
つ
い
て
の
歴
史
的
・
理
論
的
な

考
察
、
事
業
承
継
と
遺
留
分
の
関
係
、
遺
留
分
の
正
当
性
な
ど
が
議
論
さ
れ 

そ
の
後
、
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
は
、「
相
続
法
お
よ
び
消
滅
時

効
法
の
改
正
に
関
す
る
法
律
草
案
」
を
公
表
し
（
二
〇
〇
八
年
一
月
三
〇 

、
諸
委
員
会
に
よ
る
検
討
を
経
て
、
同
法
は
、
二
〇
〇
九
年
九

月
一
八
日
に
連
邦
参
議
院
を
通
過
し
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ 

こ
れ
に
よ
っ
て
遺
留
分
に
関
す
る
規
定
は
、
根
本
的
に
改
正

さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
在
の
社
会
状
況
や
法
的
状
況
に
対
応
さ
せ
た
形
で
、
遺
留
分
の
対
象
と
な
る
財
産
の
範
囲
や
遺
留
分
剥

奪
事
由
に
つ
い
て
の
規
定
が
改
正
さ
れ 

事
業
承
継
と
の
関
係
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
（
二
参
照
）、
ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
一
ａ
条
の
改

正
が
重
要
で
あ
る
。
同
条
は
、
遺
留
分
の
支
払
猶
予
を
認
め
る
規
定
で
あ
る
が
、
二
〇
一
〇
年
の
改
正
で
猶
予
の
要
件
が
緩
和
さ
れ
た
た
め
、

事
業
承
継
が
遺
留
分
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
可
能
性
が
広
が
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
、
遺
留
分
が
事
業
承
継
を
妨
害
す
る
と
い
う
問
題
意
識
と
遺
留
分
の
存
在
意
義
へ
の
疑
い
、
そ
し
て
、
遺
留
分
の
基
本
法
上
の

基
礎
づ
け
と
機
能
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
論
に
お
け
る
試
み
は
、
わ
が
国
で
新
た
な
遺
留
分
制
度
の
基
礎
づ
け
を
考
え
る

上
で
参
考
に
な
る
。
わ
が
国
で
も
近
年
、
事
業
承
継
が
遺
留
分
を
妨
害
す
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
遺
留
分
の
機
能

が
変
化
し
た
こ
と
に
伴
い
、
遺
留
分
の
存
在
意
義
が
疑
わ
れ
る
状
況
に
あ
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
の
議
論
状
況
と
同
様
で
あ
る
。
し

（
７
）
る
。

（
８
）
た
。

（
９
）
た
。

（
　
）
１０日
）

（
　
）
１１た
。

（
　
）
１２た
。
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か
し
、
わ
が
国
の
遺
留
分
権
論
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
に
よ
る
事
業
承
継
の
妨
害
が
な
ぜ
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
事
業
承
継
を
保

護
す
る
た
め
に
遺
留
分
を
弱
化
さ
せ
る
こ
と
が
な
ぜ
正
当
化
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
考
え
る
理
論
的
基
盤
が
十
分
に
形
成
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
。
つ
ま
り
、
遺
留
分
権
の
根
拠
や
機
能
が
十
分
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
ま
ま
、
社
会
の
要
請
に
応
じ
て
、
事
業
承
継
と
の
関
係
で
、

遺
留
分
を
弱
化
さ
せ
る
立
法
や
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
わ
が
国
と
同
様
の
問
題
意
識
を
出
発
点

と
し
て
、
遺
留
分
権
の
基
礎
づ
け
を
試
み
る
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
論
は
、
今
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
遺
留
分
法
の
解
釈
お
よ
び
立
法
の
在
り
方

を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
論
を
紹
介
し
、
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根

拠
の
解
明
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
事
業
承
継
と
遺
留
分
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
の
議
論
を
紹
介
し
、
遺
留
分
が
、
い
か
に

事
業
承
継
を
妨
害
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
き
た
か
を
紹
介
し
、
事
業
承
継
と
の
関
係
で
は
遺
留
分

が
弱
体
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
次
に
、
遺
留
分
の
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
の
議
論
に
つ
い
て
、
と
く
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
決

定
に
重
点
を
置
い
て
紹
介
し
、
事
業
承
継
と
の
関
係
で
の
遺
留
分
の
弱
化
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
遺
留
分
を
ど
の
よ
う
に
理
論
的
に
正
当
化

し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
さ
い
ご
に
、
わ
が
国
の
遺
留
分
権
論
を
紹
介
し
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
遺
留
分
権
論
を
参
考
に
し
な
が

ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
に
つ
い
て
の
現
段
階
で
の
若
干
の
私
見
と
今
後
の
検
討
の
方
向

性
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

（
１
）　
中
川
善
之
助
・
泉
久
雄
『
相
続
法
（
第
四
版
）』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
〇
年
）
六
四
六
頁
、
伊
藤
昌
司
『
相
続
法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
二
年
）
三
六

三
頁
。
も
っ
と
も
、
遺
言
と
遺
留
分
と
の
対
立
の
捉
え
方
は
両
者
に
お
い
て
全
く
異
な
る
。
中
川
教
授
は
、
遺
言
の
自
由
を
個
人
主
義
的
に
解
し
、
遺

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 

五
八
七
（
　
　
　
）

五



留
分
は
家
族
主
義
の
も
と
個
人
主
義
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
の
に
対
し
て
、
伊
藤
教
授
は
、
遺
言
の
自
由
を
、
個
人
主
義
的
の
よ
う
に
み

え
て
実
際
は
被
相
続
人
の
意
思
に
よ
り
家
産
を
維
持
す
る
家
族
主
義
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
遺
留
分
こ
そ
個
人
主
義
、
平
等
主
義
を
実
現
す

る
と
捉
え
る
。

（
２
）　
藤
原
正
則
「
事
業
承
継
と
遺
留
分
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
四
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
三
頁
は
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
に
お
け
る
遺
留
分
の
問
題
を

指
摘
す
る
が
、
遺
留
分
を
制
限
す
る
方
向
に
は
、
家
族
を
社
会
連
帯
の
制
度
と
位
置
付
け
、
社
会
連
帯
に
つ
い
て
の
遺
留
分
制
度
の
役
割
を
重
視
す
る

立
場
か
ら
、
否
定
的
な
見
解
を
示
す
。
大
野
正
道
「
ド
イ
ツ
有
限
会
社
法
に
お
け
る
企
業
承
継
─
有
限
会
社
法
と
相
続
法
の
交
錯
」『
企
業
承
継
法
の

研
究
』（
信
山
社
・
一
九
九
四
年
）
二
八
三
頁
、
四
一
七
頁
以
下
は
、
社
員
死
亡
時
に
、
企
業
承
継
人
が
支
払
義
務
を
負
う
遺
留
分
を
、
持
分
の
完
全

な
価
額
で
算
定
す
る
と
、
会
社
の
存
続
を
危
険
に
陥
れ
る
と
の
問
題
意
識
の
も
と
、
遺
留
分
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
定
め
る
定
款
の
意
義
を
検
討
す
る

ド
イ
ツ
の
学
説
を
紹
介
す
る
。

（
３
）　
神
崎
忠
彦
・
柏
原
智
行
・
山
口
徹
朗
「
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
概
要
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
七
七
号
（
二
〇
〇

九
年
）
五
〇
頁
。

（
４
）　
藤
原
正
則
「
最
近
三
十
年
間
の
遺
留
分
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
法
改
正
論
議
（
一
）
～
（
五
・
完
）」
北
大
法
学
論
集
第
五
十
五
巻
三
号
七
三
─
一
二

四
頁
、
四
号
一
二
三
─
一
七
四
頁
（
二
〇
〇
四
年
）、
五
号
三
五
─
九
二
頁
、
六
号
一
二
一
─
一
六
六
頁
（
二
〇
〇
五
年
）、
五
十
六
巻
二
号
五
一
─
一

〇
二
頁
（
二
〇
〇
五
年
）
は
、
最
近
の
ド
イ
ツ
で
の
遺
留
分
の
改
正
論
お
よ
び
存
在
論
を
詳
細
に
紹
介
し
た
上
で
、
わ
が
国
で
も
、
遺
留
分
の
存
在
意

義
が
、
親
族
連
帯
の
方
向
付
け
と
の
関
連
で
問
題
に
な
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
方
向
性
の
は
っ
き
り
し
な
い
「
矛
盾
を
含
ん
だ
多
様
性
」
の
下
で
、

親
族
連
帯
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
一
般
条
項
の
役
割
を
果
た
す
遺
留
分
規
定
の
内
容
を
補
充
し
て
い
く
こ
と
が
課
題
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
西
希
代

子
「
遺
留
分
制
度
の
再
検
討
（
一
）
～
（
十
・
完
）」
法
協
一
二
三
巻
九
号
一
─
五
〇
頁
、
十
号
一
─
四
九
頁
、
十
二
号
八
九
─
一
二
五
頁
（
二
〇
〇

六
年
）、
一
二
四
巻
四
号
八
一
─
一
六
二
頁
、
六
号
一
─
五
〇
頁
、
七
号
一
─
六
〇
頁
、
八
号
一
─
一
〇
〇
頁
、
九
号
三
〇
─
一
一
四
頁
、
十
号
八
七

─
一
四
五
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
一
二
五
巻
六
号
一
三
〇
─
二
三
三
頁
（
二
〇
〇
八
年
）
は
、
近
年
の
遺
留
分
に
関
す
る
裁
判
例
の
中
に
、
遺
留
分
制

度
の
脆
弱
化
の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
、
遺
留
分
制
度
の
在
り
方
と
趣
旨
を
綿
密
に
考
察
し
、
硬
直
的
な
遺
留
分
制
度
を
見
直
す
べ
き

で
あ
る
と
の
立
場
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
同
論
文
は
、
沿
革
を
理
由
に
フ
ラ
ン
ス
法
解
釈
を
日
本
遺
留
分
法
解
釈
の
基
礎
と
す
る
こ
と
の
問
題
性
を

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
二
号 

五
八
八
（
　
　
　
）

六



明
ら
か
し
て
い
る
点
で
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
拙
稿
「
遺
留
分
制
度
の
機
能
と
基
礎
原
理
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
権
論
の
憲
法
論
的
基
礎
付

け
に
よ
る
新
展
開
─
（
一
）（
二
・
完
）」
法
学
論
叢
一
五
五
巻
一
号
二
〇
─
五
二
頁
、
同
巻
三
号
二
六
─
四
七
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
は
、
ド
イ
ツ
の
遺

留
分
権
論
を
検
討
し
、
遺
留
分
権
は
、
生
存
権
保
障
を
中
心
と
す
る
積
極
的
な
機
能
を
果
た
す
場
合
以
外
に
は
、
私
的
自
治
の
死
後
へ
の
拡
張
と
捉
え

ら
れ
る
遺
言
の
自
由
に
比
し
て
、
補
助
的
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
の
理
解
を
示
し
た
。

（
５
）　
佐
藤
隆
夫
『
現
代
家
族
法
Ⅱ
相
続
法
』（
一
九
九
九
年
）
二
五
六
頁
。

（
６
）　
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
一
五
五
巻
一
号
二
〇
─
五
二
頁
、
同
巻
三
号
二
六
─
四
七
頁
。

（
７
）　
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
一
五
五
巻
三
号
四
四
頁
以
下
。

（
８
）　B

V
erfG
E
112,332ff.

 
 
    
 
             
同
決
定
は
、
事
業
承
継
と
遺
留
分
の
問
題
を
扱
っ
た
事
例
で
は
な
く
、
遺
留
分
剥
奪
・
遺
留
分
欠
格
の
規
定
の
解
釈
が
問
題

に
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。

（
９
）　C

h
ristian

W
iegand,

R
eform

fragen
des
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flich
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otZ
2007

                         
 
        
（
以
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eform
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     n  

と
略
記
す
る
）,S.97ff

          .  

（
　
）　
同
草
案
に
つ
い
て
は
、
川
並
美
砂
「
ド
イ
ツ
相
続
法
の
改
正
問
題
─
政
府
草
案
に
お
け
る
遺
留
分
法
の
新
規
定
を
中
心
に
─
」
比
較
法
雑
誌
四
二
巻

１０
四
号
一
一
一
頁
以
下
（
二
〇
〇
九
年
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
　
）　H

erzog/Lindner,D
ie
E
rbrechtsreform

 
                
    
              
 2010

D
as
neue

Pflichtteils-und
Verj

      
                           
   ährungsrecht,2010.Vorw
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   .  

１１
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）　W
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E
rb
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eform
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     .  

二
、
事
業
承
継
と
の
関
係
に
お
け
る
遺
留
分
権
の
弱
化

　
遺
留
分
の
請
求
に
よ
っ
て
事
業
の
承
継
が
脅
か
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
遺
留
分

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 

五
八
九
（
　
　
　
）

七



権
論
に
お
い
て
、
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
例
え
ば
、
次
の
三
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
留
分
権
利
者
の
配
慮
義
務
の
理
論
、

ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
一
ａ
条
の
支
払
猶
予
の
解
釈
論
お
よ
び
立
法
論
、
遺
留
分
額
の
算
定
方
法
で
あ
る
。

１
．
遺
留
分
権
利
者
の
配
慮
義
務

　
第
一
に
、
エ
ク
ス
ラ
ー
の
提
唱
す
る
、
遺
留
分
権
利
者
の
配
慮
義
務
を
紹
介
す 

こ
れ
は
、
被
相
続
人
が
経
営
し
て
い
た
事
業
が
、
そ
の

承
継
に
際
し
て
、
遺
留
分
請
求
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
遺
留
分
権
利
者
の
側
で
、
被
相
続
人
の
遺
言
に
配
慮
す
る
義
務
の
こ
と
で

あ
る
。

　
配
慮
義
務
の
根
拠
を
、
彼
は
、
立
法
者
意
思
に
求
め
る
。
つ
ま
り
、
立
法
時
に
、
ド
イ
ツ
民
法
の
第
一
委
員
会
が
考
慮
の
中
心
と
し
た
の
は
、

遺
留
分
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
遺
言
の
自
由
の
正
当
化
で
あ
り
、
遺
言
の
自
由
に
は
「
被
相
続
人
と
そ
の
卑
属
の
自
発
性
お
よ
び
勤
労
意
欲

を
高
め 

目
的
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
遺
言
の
自
由
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
立
法
者
は
、
事
業
者
が
生
存
し
て
い
る
間
の
経
済
活
動

を
促
進
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
エ
ク
ス
ラ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
立
法
者
の
考
え
方
は
、
現
代
の
、
遺
留
分
の
請
求
か
ら
事
業
承
継
を
守
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
通
用

性
を
有
す 

す
な
わ
ち
、
事
業
主
の
意
思
に
反
す
る
相
続
を
強
要
す
る
場
合
に
は
、
無
計
画
な
財
産
の
浪
費
や
処
分
、
事
業
活
動
の
停
止
な

ど
に
よ
り
、
国
民
経
済
を
害
す
る
危
険
が
生
ず
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
業
と
し
て
一
体
を
な
し
て
い
る
財
産
を
維
持
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
立

法
者
が
被
相
続
人
の
担
税
力
を
で
き
る
か
ぎ
り
落
と
さ
な
い
よ
う
に
遺
言
の
自
由
を
強
調
し
た
こ
と
は
、
是
認
で
き
る
。

　
し
か
し
、
遺
言
の
自
由
を
無
制
限
に
認
め
る
と
、
被
相
続
人
が
自
ら
に
経
済
的
に
依
存
し
て
い
る
家
族
を
困
ら
せ
る
た
め
の
手
段
を
与
え
る

こ
と
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
の
が
遺
留
分
制
度
で
あ 

（
　
）
１３る
。

（
　
）
１４る
」（

　
）
１５る
。

（
　
）
１６る
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
二
号 

五
九
〇
（
　
　
　
）

八



　
も
っ
と
も
、
立
法
者
は
、
遺
留
分
権
利
者
の
保
護
に
重
点
を
置
い
て
、
遺
言
の
自
由
を
制
限
す
る
考
え
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
立
法
者
は
、
遺
留
分
法
を
制
定
す
る
際
に
、
遺
言
に
よ
っ
て
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
遺
留
分
権
利
者
に
は
、
遺
留
分
と
し
て
金
銭
賠
償
の

み
保
障
し
、
相
続
人
の
地
位
を
与
え
な
い
決
定
を
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
排
除
さ
れ
た
遺
留
分
権
利
者
が
、
相
続
人
の
地
位
を
得
る
と
、
彼
は
、

遺
留
分
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
、
遺
産
の
分
割
を
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
遺
産
中
の
重
要
な
財
産
、
た
と
え
ば
土
地
や
工
場
な
ど
が

経
済
的
一
体
性
を
保
て
な
く
な
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
た
こ
と
で
あ 

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
遺
留
分
法
は
、
家
族
の
た
め
に
財
産
を
分
配
す
る
と
い
う
考
え
方
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
遺
留
分
法
は
、
遺
言
の

自
由
と
の
関
係
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
遺
留
分
法
と
遺
言
の
自
由
と
の
関
係
は
、
伝
統
的
な
家
族
相
続
権
と
自
由
主

義
的
な
処
分
の
自
由
と
の
鋭
い
原
理
の
二
律
背
反A
ntagonisum

us

 
          
  

で
は
な
く
、
互
い
に
譲
歩
し
合
う
関
係
で
あ 

　
以
上
の
よ
う
に
、
エ
ク
ス
ラ
ー
は
、
立
法
者
意
思
か
ら
、
遺
留
分
制
度
に
お
い
て
、
遺
言
の
自
由
が
、
経
済
的
観
点
か
ら
重
要
と
捉
え
ら
れ

る
こ
と
、
遺
留
分
は
、
遺
言
の
自
由
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
は
互
い
に
譲
歩
し
合
う
関
係
に
あ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
、
遺
留
分
は
、

遺
言
の
自
由
を
ど
の
よ
う
に
も
妨
害
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
く
、
遺
産
中
の
土
地
や
工
場
な
ど
が
経
済
的
一
体
性
を
保
つ
よ
う
、
遺
留
分
法
の

立
法
時
に
配
慮
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
遺
留
分
権
利
者
は
、
権
利
だ
け
で
は
な
く
、
被
相
続
人
の
遺
言
に
配
慮
す
る
義
務

を
負
う
と
結
論
づ
け
る
。
エ
ク
ス
ラ
ー
の
説
は
、
事
業
承
継
の
た
め
に
遺
留
分
を
弱
化
さ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
理
論
的
な
基
盤
を
示
し
た

点
で
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。

２
．
ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
一
ａ
条
の
解
釈
論
お
よ
び
改
正
論

　
第
二
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
一
ａ 

支
払
猶
予
に
つ
い
て
の
解
釈
・
改
正
の
試
み
で
あ
る
。
同
条
に
よ
る
と
、
遺
留
分
請
求
の
全
額
を

（
　
）
１７る
。

（
　
）
１８る
。

（
　
）
１９条
の

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 

五
九
一
（
　
　
　
）

九



即
時
に
履
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
定
の
要
件
の
も
と
で
、
遺
留
分
を
請
求
さ
れ
た
相
続
人
は
、
支
払
の
猶
予
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
な
お
、
同
条
は
、
前
述
の
よ
う
に
二
〇
一
〇
年
に
改
正
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
改
正
前
の
議
論
を
紹
介
す
る
。

　
同
条
の
意
義
は
、
遺
留
分
権
が
成
立
し
、
請
求
額
が
確
定
し
た
後
、
権
利
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
局
面
で
、
遺
留
分
権
利
者
と
、
遺
留
分
を

請
求
さ
れ
た
相
続
人
の
利
益
の
対
立
・
衝
突
を
斟
酌
す
る
こ
と
に
あ 

つ
ま
り
、
遺
留
分
権
利
者
は
、
相
続
に
お
い
て
被
相
続
人
か
ら
不
利

な
扱
い
を
受
け
た
場
合
に
、
最
低
限
、
金
銭
の
か
た
ち
で
遺
留
分
を
確
保
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
遺
留
分
権
利
者
が
権
利

を
強
硬
に
実
現
す
る
場
合
、
た
と
え
ば
、
遺
留
分
権
利
者
が
強
制
執
行
の
方
法
に
訴
え
、
あ
る
い
は
相
続
人
自
ら
が
不
動
産
や
事
業
用
資
産
を

売
却
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
場
合
に
は
、
相
続
人
は
、
重
要
な
財
産
を
失
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ 

こ
の
よ
う
な
事
態
を
想
定
し
て
、

ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
一
ａ
条
は
、
遺
留
分
権
を
実
現
す
る
遺
留
分
権
利
者
の
利
益
と
、
相
続
人
の
重
要
な
財
産
を
守
る
利
益
の
対
立
を
、
調
整

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い 

　
以
上
の
よ
う
な
目
的
を
有
す
る
ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
一
ａ
条
は
、
学
説
に
お
い
て
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
批
判
の
対
象
は
、
同
条
が
規

定
す
る
要
件
が
、
非
常
に
狭
い
と
い
う
こ
と
で
あ 

要
件
が
狭
い
と
批
判
さ
れ
る
点
の
ひ
と
つ
は
、
猶
予
を
請
求
で
き
る
人
の
範
囲
と
し
て
、

相
続
人
自
身
が
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
と
す
る
制
限
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
被
相
続
人
の
卑
属
、
親
、
配
偶
者
は
猶
予
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
兄
弟
や
従
兄
弟
、
被
相
続
人
と
親
族
関
係
に
な
い
第
三
者
は
、
遺
留
分
権
利
者
で
は
な
い
か
ら
、
猶
予
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

と
な 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
制
約
は
、
事
業
承
継
の
場
合
に
不
都
合
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
の
は
、
被
相
続
人
が
、
息
子
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
共
同
し
て
事
業
を
営
ん
で
き
た
自
分

の
弟
を
単
独
相
続
人
に
指
定
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
事
業
相
続
人
で
あ
る
被
相
続
人
の
弟
は
、
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
一
ａ
条

の
文
言
に
よ
る
と
、
猶
予
を
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
人
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
遺
留
分
権
利
者
で
あ

（
　
）
２０る
。

（
　
）
２１る
。

（
　
）
２２る
。

（
　
）
２３る
。

（
　
）
２４る
。 ＜
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る
被
相
続
人
の
息
子
は
、
遺
留
分
に
つ
い
て
即
時
の
履
行
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
相
続
人
の
事
業
存
続
の
計
画
を
妨
害
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま 

　
こ
の
よ
う
な
立
法
は
、
学
説
上
批
判
さ
れ
て
き
た
。
ホ
ー
ル
マ
ン
、
エ
ク
ス
ラ
ー
は
、
猶
予
を
請
求
で
き
る
人
の
範
囲
を
拡
張
し
、
遺
留
分

権
利
者
で
は
な
い
相
続
人
に
も
、
猶
予
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
承
継
を
遺
留
分
か
ら
守
る
こ
と
を
主
張
し
て
き 

　
二
〇
一
〇
年
の
相
続
法
改
正
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
一
ａ
条
で
は
、
請
求
権
者
の
範
囲
が
拡
張
さ
れ
、
自
身
が
遺
留
分
権
利
者
で
あ

る
相
続
人
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
相
続
人
が
猶
予
を
請
求
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
事
業
承
継
が
遺
留
分
か
ら
守
ら
れ
る
範
囲
が
広

が
っ 

　
改
正
前
の
二
三
三
一
ａ
条
に
つ
い
て
は
、「
極
め
て
過
酷
」
と
い
う
要
件
に
関
し
て
も
同
様
に
、
事
業
承
継
を
保
護
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

拡
張
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
っ 

同
条
で
は
、
即
時
に
全
額
を
履
行
さ
せ
る
こ
と
が
、
遺
産
目
的
物
の
態
様
に
よ
り
「
極
め
て
過
酷
」

と
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
猶
予
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
二
〇
一
〇
年
の
相
続
法
改
正
で
は
、
問
題
と
さ
れ
た

「
極
め
て
過
酷
」
と
い
う
文
言
は
、「
不
当
に
過
酷
」
と
い
う
表
現
に
改
め
ら
れ
て
い 

こ
れ
は
、
猶
予
の
要
件
を
緩
和
す
る
方
向
で
の
改
正

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
猶
予
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
広
が
り
、
事
業
承
継
に
と
っ
て
有
利
に
は
た
ら
い
て
い 

　
同
条
の
要
件
を
拡
張
す
べ
き
と
す
る
立
場
に
共
通
す
る
の
は
、
同
条
の
目
的
が
、
今
日
で
は
、
事
業
の
継
続
に
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ 

こ
の
点
を
明
確
に
主
張
す
る
の
は
、
エ
ク
ス
ラ
ー
で
あ
る
。
彼
は
、
実
際
に
同
条
の
支
払
猶
予
に
頼
る
の
は
、
経
済
的
に
厳
し
い
状
況
に
対
処

す
る
事
業
相
続
人
お
よ
び
債
権
者
の
財
産
の
安
定
性
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
こ
で
労
働
す
る
従
業
員
の
職
場
の
確
保
で
あ
る
と
指
摘
す 

そ

し
て
、
相
続
人
に
と
っ
て
「
極
め
て
過
酷
」
で
あ
る
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
即
時
の
履
行
が
、
事
業
の
中
心
的
な
部
分
を
崩
壊
さ
せ

な
い
よ
う
に
し
、
従
業
員
を
解
雇
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
目
的
を
有
す
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
を
考
慮
す
る
と
、「
極

（
　
）
２５う
。

（
　
）
２６た
。

（
　
）
２７た
。

（
　
）
２８た
。

（
　
）
２９る
。

（
　
）
３０る
。

（
　
）
３１る
。

（
　
）
３２る
。

事
業
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の
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当
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め
て
過
酷
」
と
い
う
狭
い
要
件
の
意
味
は
相
対
化
さ
れ
、
広
く
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
に
お
い
て
、
遺
留

分
権
利
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
の
部
分
的
な
崩
壊
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
一
般
的
に
は
、
不
適
切
な
時
期
に
事
業
を
売
却
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
り
、
上
場
廃
止
の
危
険
が
生
じ
た
り
す
る
こ
と
で
、
極
め
て
過

酷
と
い
う
た
め
に
十
分
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
エ
ク
ス
ラ
ー
は
「
極
め
て
過
酷
」
と
い
う
要
件
を
相
対
化
し
、
広
く
解
釈
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
彼
の
功
績
は
、
遺
留

分
請
求
権
の
支
払
猶
予
は
、
文
言
通
り
狭
く
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
事
業
承
継
を
遺
留
分
か
ら
守
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二
三

三
一
ａ
条
の
狭
い
要
件
を
拡
張
す
る
解
釈
の
可
能
性
を
提
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
エ
ク
ス
ラ
ー
の
学
説
は
、
ホ
ー
ル
マ
ン
、
ラ
ン
ゲ
な
ど
に
も

支
持
さ
れ
て
お 

事
業
承
継
を
遺
留
分
か
ら
守
る
と
い
う
観
点
か
ら
同
条
の
要
件
を
拡
張
す
べ
き
と
の
立
場
は
、
学
説
に
お
い
て
一
般
化 

そ
の
後
の
同
条
の
改
正
に
影
響
を
与
え
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
一
ａ
条
に
つ
い
て
の
学
説
と
立
法
は
、
事
業
承
継
を
遺
留
分
か
ら
守
る
た
め
に
、
同
条
の
要
件
を
拡

張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
遺
留
分
権
を
、
実
行
の
局
面
で
弱
化
さ
せ
て
い
る
。

３
．
遺
留
分
額
の
算
定
方
法

　
事
業
承
継
を
遺
留
分
か
ら
守
る
第
三
の
て
が
か
り
と
し
て
、
遺
留
分
額
の
算
定
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
る
。
事
業
承
継
を
遺
留
分
か
ら
守
ろ
う

と
す
る
立
場
か
ら 

事
業
の
価
値
を
で
き
る
だ
け
低
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
遺
留
分
権
利
者
の
利
益

を
重
視
す
る
立
場 

事
業
価
値
の
評
価
額
が
低
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
遺
留
分
額
の
算
定
に
お
け
る
事
業
の
評
価
方
法
に
つ
い
て
は
、
明
文
の
規
定
が
な 

実
務
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
事
業
価
値
の
評
価
方
法
は
、

（
　
）
３３り
、

（
　
）
３４し
、

（
　
）
３５は
、

（
　
）
３６は
、

（
　
）
３７い
。
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収
益
価
値
方
法
、
清
算
価
値
方
法
で
あ 

収
益
価
値
方
法
は
、
多
く
の
事
例
で
採
用
さ
れ
る
方
法
で
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
事
業
の
価
値
は
、

三
─
五
年
間
に
期
待
さ
れ
る
収
益
を
基
礎
に
評
価
さ
れ
る
。
清
算
価
値
方
法
は
、
遺
留
分
の
義
務
を
履
行
す
る
と
事
業
が
解
体
す
る
場
合
、
ま

た
は
事
業
か
ら
は
プ
ラ
ス
の
収
入
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
と
ら
れ
る
方
法
で
あ 

全
て
の
個
別
的
財
産
の
売
却
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
り
清

算
価
値
が
算
出
さ
れ 

ど
の
よ
う
な
評
価
方
法
を
採
用
す
る
か
は
、
裁
判
官
が
個
々
の
事
案
を
勘
案
し
て
判
断
し
て
い
る
よ
う
で
あ 

　
収
益
価
値
方
法
と
、
清
算
価
値
方
法
と
で
は
、
事
業
承
継
を
遺
留
分
か
ら
守
る
と
い
う
観
点
で
は
、
ど
ち
ら
が
ふ
さ
わ
し
い
か
が
問
題
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
と
り
わ
け
、
あ
る
事
業
が
、
相
続
開
始
時
に
ほ
と
ん
ど
収
益
を
上
げ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
事
業
用
財
産
の
中
に
、

切
り
離
す
こ
と
の
で
き
る
個
々
の
財
産
が
存
在
す
る
場
合
に
顕
在
化
す
る
。
こ
の
場
合
に
、
遺
留
分
額
を
、
収
益
価
値
に
基
づ
い
て
算
定
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
実
際
に
換
価
で
き
る
財
産
を
遺
留
分
権
利
者
が
取
得
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
遺
留
分
権
利
者
を
一
方
的
に
不
利
に
扱
う
こ

と
に
よ
り
、
事
業
が
継
続
す
る
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
遺
留
分
額
を
清
算
価
値
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
収
益
を
あ
げ
て
お
ら
ず
、
経
営
不
振
に
陥
っ
て
い
る
事
業
で
あ
っ
て
も
、
個
々
の
財
産
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
く
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
遺
留
分
権
利
者
に
と
っ
て
は
有
利
で
あ
る
が
、
事
業
相
続
人
が
事
業
を
再
建
す
る
た
め
に
す
る
努
力
を
無
駄
に
す
る
こ

と
に
な 

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
と
く
に
経
営
不
振
の
事
業
の
承
継
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
収
益
価
値
に
基
づ
い
て
遺
留
分
額

を
算
定
す
る
方
が
、
事
業
承
継
を
遺
留
分
か
ら
守
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
相
続
人
が
事
業
を
継
続
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
清
算
価
値
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
こ

と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
判
断
を
示
し 

こ
の
判
決
は
、
遺
留
分
額
を
算
定
す
る
際
に
、
事
業
承
継
を
遺
留
分
か
ら
守
る
た
め
に
、
遺
留
分

権
を
、
額
の
面
で
弱
化
さ
せ
る
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
　
）
３８る
。

（
　
）
３９り
、

（
　
）
４０る
。

（
　
）
４１る
。

（
　
）
４２る
。

（
　
）
４３た
。

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
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４
．
小
　
　
括

　
以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
論
に
お
い
て
、
事
業
承
継
は
、
遺
留
分
と
の
関
係
で
重
視
さ
れ
て
お
り
、
事
業
承
継
を
遺
留
分
か
ら

守
る
た
め
に
、
遺
留
分
法
の
解
釈
お
よ
び
立
法
に
お
い
て
遺
留
分
を
弱
化
さ
せ
る
傾
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
遺
留
分
の
弱
化

の
方
法
は
、
遺
留
分
権
そ
の
も
の
を
奪
っ
た
り
、
あ
る
財
産
を
遺
留
分
の
対
象
か
ら
完
全
に
は
ず
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
遺
留

分
権
の
成
立
を
認
め
た
上
で
、
事
業
承
継
を
守
る
た
め
に
、
遺
留
分
権
利
者
に
配
慮
義
務
を
課
し
、
遺
留
分
権
の
実
行
や
額
の
算
定
に
お
い
て

遺
留
分
権
利
者
に
多
少
不
利
な
扱
い
を
強
い
る
と
い
う
形
で
遺
留
分
を
弱
化
す
る
方
法
で
あ
る
。

（
　
）　O

echsler,Pflichtteilund
U
nternehm

e

 
                          
        
 nsnachfolge

von
Todes

w
egen,A

cP
200

                 
      
       
      

(2000),603ff

              .  

１３
（
　
）　O

echsler,a.a.O
.(Fn.13),S.610

 
                
                  .  

１４
（
　
）　O

echsler,a.a.O
.(Fn.13),S.610

 
                
                  .  

１５
（
　
）　O

echsler,a.a.O
.(Fn.13),S.610

 
                
                  .  

１６
（
　
）　M

otive
V,

 
       
  S  .387=M
ugdan

V,S.205

       
       
        .  

１７
（
　
）　O

echsler,a.a.O
.(Fn.13),S.611

 
                
                  .  

１８
（
　
）　
同
条
は
二
〇
一
〇
年
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。

１９
　
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
一
ａ
条
「
相
続
人
自
身
が
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
請
求
全
額
を
即
時
に
履
行
す
る
こ
と
が
遺
産
の
態

様
に
よ
り
相
続
人
に
と
っ
て
極
め
て
過
酷
で
あ
る
と
き
、
と
り
わ
け
即
時
に
履
行
す
る
た
め
に
相
続
人
が
住
居
を
手
放
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
き
、

ま
た
は
相
続
人
お
よ
び
そ
の
家
族
の
経
済
的
な
生
活
基
盤
と
な
る
経
済
的
財
産
を
売
却
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
き
は
、
相
続
人
は
、
遺
留
分
請
求
の

猶
予
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
猶
予
は
、
双
方
の
当
事
者
の
利
益
を
衡
量
し
、
遺
留
分
権
利
者
に
と
っ
て
期
待
で
き
る
と
き
に
限
り
、
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。」

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
二
号 

五
九
六
（
　
　
　
）
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改
正
後
ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
一
ａ
条
「
請
求
全
額
を
即
時
に
履
行
す
る
こ
と
が
遺
産
の
態
様
に
よ
り
相
続
人
に
と
っ
て
不
当
に
過
酷
で
あ
る
と
き
、

と
り
わ
け
即
時
に
履
行
す
る
た
め
に
相
続
人
が
住
居
を
手
放
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
き
、
ま
た
は
相
続
人
お
よ
び
そ
の
家
族
の
経
済
的
な
生
活
基
盤

と
な
る
経
済
的
財
産
を
売
却
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
き
は
、
相
続
人
は
遺
留
分
請
求
の
猶
予
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
遺
留
分
権
利
者
の
利
益
は
、

適
切
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」

（
　
）　J.von

Staudingers
K
om
m
entar

zum
B
ür

                    
  
 
         
  
  gerlichen

G
esetzbuch

m
it
E
inführungs

           
           
    
          gesetz

und
N
ebengesetzen

B
uch
5
E
rbr

            
              
       
   echt,

      

２０2006,§
2331a

(O
lshausen)

R
h.3

                
           
     
（
以
下Staudinger/O
lshausen

 
           
        

の
よ
う
に
略
記
す
る
）

（
　
）　D

ieckm
ann,in

:Soergel,B
ürgerliche

 
     
                    
          s

G
esetzbuch

B
d.9,12A

ufl.1992,§

   
           
         
             2331a

R
n.2

       
     
（
以
下Soergel/D

ieckm
ann

 
        
     
   

の
よ
う
に
略
記

２１
す
る
）;Staudinger/O

lshausen,§
2331a

R
n.

               
                   
  3   .  

（
　
）　H

ollm
ann,Pflichtteilsrecht

und
Fam
i

 
    
                              
 lienzusam

m
enhang,2006,S.277

         
 
                    .  

２２
（
　
）　O

echsler,a.a.O
.(Fn.13),S.613.

 
                
                   ;H
ollm
ann,a.a.O

.(Fn.22),S.2

    
    
            
                78   .  

２３
（
　
）　Soergel/D

ieckm
ann
§
2331a

R
n.3.;S

         
     
             
         taudinger/O

lshausen
§
2331a

R
n.9

           
                  
    .  

２４
（
　
）　Staudinger/O

lshausen
§
2331a

R
n.9.

            
                  
      ;H

ollm
ann,a.a.O

.(Fn.22),S.27
   
    
            
                 8  .  

２５
（
　
）　H

ollm
ann,a.a.O

.(Fn.22),S.278f

 
    
            
                   f.,O

echsler,a.a.O
.(Fn.13),S.

     
                
               618.

     
エ
ク
ス
ラ
ー
は
、
遺
留
分
権
利
者
で
は
な
い
家
族
ま
た
は
家
族

２６
外
の
第
三
者
─
さ
ら
に
は
承
継
さ
れ
る
事
業
の
債
権
者
や
従
業
員
─
も
ま
た
、
遺
留
分
請
求
と
の
関
係
で
保
護
の
必
要
性
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。

（
　
）　
条
文
訳
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
　
）
参
照
。

２７

１９

（
　
）　H

ollm
ann,a.a.O

.(Fn.22),S.280f

 
    
            
                   f.;O

echsler,a.a.O
.(Fn.13),S.

     
                
               615.;K

nut
W
erner

Lange,D
N
otZ
2007,

       
     
              
 
         S.89ff

        .  

２８
（
　
）　
条
文
訳
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
　
）
参
照
。

２９

１９

（
　
）　H
erzog/Lindner,a.a.O

.(Fn.11),S

 
                      
             .165f

      .  

３０
（
　
）　H
ollm
ann,a.a.O

.(Fn.22),S.280.

 
    
            
                   ,Lange,a.a.O

.(Fn.28),S.94ff.

                
                    ;O

echsler,a.a.O
.(Fn.13),S.61

   
                
                 5  .  

３１
（
　
）　O

echsler,a.a.O
.(Fn.13),S.615

 
                
                  .  

３２
事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 

五
九
七
（
　
　
　
）

一
五



（
　
）　H

ollm
ann,a.a.O

.(Fn.22),S.280.

 
    
            
                   ;Lange,a.a.O

.(Fn.28),S94

                
               .  

３３
（
　
）　
ラ
ン
ゲ
は
、
法
を
体
系
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
同
条
に
お
い
て
事
業
承
継
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
相
続
税

３４
法
で
は
、
相
続
税
上
の
優
遇
を
、
事
業
相
続
人
が
事
業
を
継
続
す
る
か
ど
う
か
に
依
拠
さ
せ
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
お
り
、
会
社
法
で
も
、
事
業
の
維

持
は
、
経
済
的
に
正
当
な
考
え
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
事
業
者
の
地
位
の
相
続
可
能
性
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
事
業
の
継
続
を
保
護
す
る
「
継

続
条
項
」
が
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。Lange,a.a.O

.(Fn.28),S.94

 
             
                 .  

（
　
）　C

hristian
W
inkler,U

nternehm
ensnachf

 
          
         
        
        olge

und
Pflichtteilsrecht-W

ege
zur

                            
        M

inim
ierung

des
Störfaktors

„Pflicht

 
    
                               teilsansprüche”,

                 

３５ZE
V
2005,S.89ff

  
 
              .  

（
　
）　Soergel/D

ieckm
ann,§

2311,R
n.21

         
     
              
     .  

３６
（
　
）　
ド
イ
ツ
民
法
二
三
一
一
条
は
、
遺
留
分
額
を
算
定
す
る
基
礎
に
な
る
の
は
、
相
続
開
始
時
の
遺
産
の
価
値
で
あ
る
と
規
定
す
る
の
み
で
あ
る
。
な
お
、

３７
こ
の
原
則
に
よ
り
、
相
続
が
開
始
し
た
後
に
事
業
の
価
値
が
上
昇
し
て
も
下
落
し
て
も
、
遺
留
分
権
利
者
の
利
益
状
況
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
と
な

る
。

（
　
）　H

ollm
ann,a.a.O

.(Fn.22),S.284;

 
    
            
                   W

inkler,a.a.O
.(Fn.35),S.90.

  
               
                   
そ
の
他
の
評
価
方
法
と
し
て
、
実
質
価
値
方
法
は
、
事
業
の
所
有
者

３８
が
経
営
権
を
持
つ
場
合
に
お
い
て
、
売
却
可
能
性
の
あ
る
独
立
し
た
す
べ
て
の
財
産
を
個
別
的
に
評
価
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
が
、
実
際
の
事
例
で

は
ほ
と
ん
ど
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

（
　
）　W

inkler,a.a.O
.(Fn.35),S.90

 
               
                 .  

３９
（
　
）　H

ollm
ann,a.a.O

.(Fn.22),S.285

 
    
            
                  .  

４０
（
　
）　W

inkler,a.a.O
.(Fn.35),S.90.;

 
               
                    H

ollm
ann,a.a.O

.(Fn.22),S.284

  
    
            
                  .  

４１
（
　
）　O

echsler,a.a.O
.(Fn.13),S.623

 
                
                  .  

４２
（
　
）　B
G
H
N
JW
1973,509,510;vgl.auch

B
G

 
 
 
  
  
                            
 

H
N
JW
1982,2497,2498

 
  
  
                 .  

４３ ＜

論
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修
道
法
学
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三
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三
、
遺
留
分
権
の
正
当
化
根
拠

　
前
述
【
二
】
で
み
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
論
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
が
事
業
を
妨
害
す
る
と
い
う
問
題
が
認
識
さ
れ
、
事
業
承
継

を
遺
留
分
か
ら
守
る
た
め
に
、
遺
留
分
権
を
弱
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
解
釈
お
よ
び
立
法
の
試
み
が
あ
る
。
遺
留
分
が
事
業
を
妨
害
す
る
と
い
う

問
題
意
識
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
遺
留
分
が
事
業
を
妨
害
す
る
こ
と
を
正
当
化
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
問

題
を
、
遺
留
分
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
つ
た
め
に
事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
で
き
る
か
と
い
う
観
点
、
お
よ
び
、
法
秩
序
に
お
い
て
遺
留

分
権
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
法
秩
序
に
お
い
て
遺
留
分
権
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

か
と
い
う
点
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
遺
留
分
権
を
基
本
法
上
ど
の
よ
う
に
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
よ
う
に
、
憲
法
論
上
の
問
題
と

し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
遺
留
分
の
機
能
に
関
す
る
議
論
お
よ
び
遺
留
分
権
の
憲
法
論
上
の
基
礎
付
け
に
関
す
る
議
論
を
紹
介
し
、
遺
留
分
の
機
能
が
変

化
し
て
い
る
と
の
認
識
が
広
が
る
の
に
伴
い
、
遺
留
分
権
の
憲
法
論
上
の
正
当
化
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
状
況
を
確
認
す
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
は
、
筆
者
は
別
稿
に
て
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
の
機
能
論
お
よ
び
憲
法
論
を
紹
介
し
た 

以
下
【
三
、
１
・
２
】
で
は
、
そ
の
概
要
を

示
し
て
お
く
。
別
稿
に
て
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
論
を
紹
介
し
た
後
、
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
論
に
お
い
て
は
議
論
の
新
展
開
が
み
ら
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
決
定
に
お
い
て
、
遺
留
分
権
の
基
本
法
上
の
位
置
づ
け
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
同
決
定
を
契
機
と
し
て
、

遺
留
分
の
機
能
に
関
す
る
議
論
お
よ
び
遺
留
分
権
の
憲
法
論
上
の
基
礎
付
け
に
関
す
る
議
論
が
再
び
盛
ん
に
な
っ
た
。
同
決
定
と
そ
の
後
の
議

論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
後
述
【
三
、
３
・
４
】
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
以
上
の
検
討
を
通
し
て
、
事
業
承
継
と
の
関
係
で
の
遺
留
分
の
弱

化
と
い
う
前
述
【
二
】
で
み
た
状
況
に
お
い
て
、
遺
留
分
の
正
当
化
の
可
能
性
を
探
る
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
論
の
試
み
を
示
す
。

（
　
）
４４が
、

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 

五
九
九
（
　
　
　
）

一
七



１
．
遺
留
分
の
機
能
論

　
遺
留
分
の
機
能
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
遺
留
分
が
事
業
承
継
を
妨
害
す
る
こ
と
を
な
ぜ
正
当
化
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
重
要
で
あ
る
。
遺
留
分
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
事
業
承
継
を
妨
害
す
る
場
合
を
必
ず
し
も
念
頭
に
置
く
の
で
は
な
く
、
よ
り
一
般
的
な

問
題
と
し
て
、
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
を
遺
留
分
が
制
限
す
る
こ
と
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
学
説
で
示
さ
れ
る
遺
留
分

の
機
能
は
、
家
族
の
生
活
保
障
、
家
族
内
の
連
帯
維
持
、
家
族
内
の
財
産
分
配
、
公
平
性
維
持
の
四
つ
で
あ 

も
っ
と
も
、
近
年
で
は
、
社

会
に
お
け
る
家
族
の
意
義
や
家
族
構
造
が
変
化
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
遺
留
分
の
機
能
も
変
化
し
て
い
る
と
の
理
解
が
広
が 

遺
留
分
の
機

能
と
し
て
通
説
の
挙
げ
る
四
つ
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
①
家
族
の
生
活
を
保
障
す
る
機
能
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
子
の
遺
留
分
に
関
し
て
、
平
均
寿
命
の
伸
長
に
よ
り
、
親
が
死
亡
し

て
子
が
遺
留
分
を
主
張
す
る
時
点
で
は
、
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
子
は
既
に
独
立
し
た
生
活
を
築
い
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
、
社
会

保
障
制
度
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遺
留
分
は
も
は
や
家
族
の
生
活
を
保
障
す
る
機
能
を
果
た
さ
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い 

ま
た
、
②

家
族
の
連
帯
を
維
持
す
る
機
能
に
つ
い
て
、
経
済
的
な
協
力
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
人
間
的
な
連
帯
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

連
帯
を
遺
留
分
に
よ
っ
て
強
制
す
る
の
は
私
法
の
役
割
で
は
な
く
、
家
族
の
結
び
つ
き
が
希
薄
に
な
っ
た
現
代
的
傾
向
に
も
合
わ
な
い
と
し
て

批
判
さ
れ
て
い 

③
家
族
内
の
財
産
を
分
配
す
る
機
能
に
つ
い
て
は
、
生
産
共
同
体
か
ら
消
費
共
同
体
へ
の
家
族
の
変
化
と
い
う
現
実
に
対

応
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
あ 

④
公
平
性
を
維
持
す
る
機
能
に
関
し
て
は
、
被
相
続
人
が
、
家
族
内
で
財
産
を
適
切
に
分
配
し
た
と
こ

ろ
、
遺
留
分
の
請
求
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
適
切
な
財
産
分
配
が
妨
害
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い 

つ
ま
り
、
遺
留
分
に
よ
り
形
式
的

な
公
平
性
を
図
る
場
合
に
は
、
被
相
続
人
の
意
図
し
た
、
家
族
の
実
質
的
公
平
性
が
侵
害
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ 

こ
れ
ら
の
指
摘
に
通
底

す
る
の
は
、
様
々
な
意
味
に
お
い
て
家
族
の
結
び
つ
き
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
代
の
傾
向
で
あ
る
。 （

　
）
４５る
。

（
　
）
４６り
、（

　
）
４７る
。

（
　
）
４８る
。

（
　
）
４９る
。

（
　
）
５０る
。

（
　
）
５１る
。
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２
．
基
本
法
上
の
遺
留
分
権
の
位
置
づ
け

　
こ
の
よ
う
に
、
従
来
認
め
ら
れ
て
き
た
遺
留
分
の
機
能
に
は
、
批
判
的
な
分
析
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
遺
留
分
の
存
在
意
義
へ
の
疑

問
が
生
じ
、
そ
も
そ
も
遺
留
分
権
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
り
法
秩
序
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
学
説
が
関
心
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
遺
留
分
権
を
、
基
本
法
上
ど
の
よ
う
に
正
当
化
す
る
か
と
い
う
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　
議
論
の
き
っ
か
け
と
な
る
基
本
法
上
の
条
文
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
「
所
有
権
お
よ
び
相
続
権
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。
そ
の
内
容
お
よ

び
限
界
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」、
お
よ
び
同
法
六
条
一
項
「
婚
姻
お
よ
び
家
族
は
、
国
家
秩
序
の
特
別
の
保
護
を
受
け
る
」
で
あ
る
。

　
①
　
基
本
法
一
四
条
一
項
の
相
続
権
保
障
と
遺
留
分
権
の
関
係
に
つ
い
て
の
学
説

　
基
本
法
一
四
条
一
項
が
保
障
す
る
「
相
続
権
」
の
意
味
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
わ
が
国
で
は
一
般
的
に
「
相
続
権
」
と
い
う
と
、
相
続

人
の
側
の
、
法
定
相
続
権
や
最
低
限
の
相
続
権
で
あ
る
遺
留
分
権
を
意
味
す
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
相
続
権
」
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
れ

は
一
般
的
に
は
、
被
相
続
人
の
側
の
、
遺
言
す
る
権
利
や
相
続
さ
せ
る
権
利
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
も
、

一
四
条
一
項
の
「
相
続
権
」
の
保
障
は
主
に
遺
留
分
権
の
保
障
を
意
味
す
る
と
い
う
立
場
も
あ
る 

一
般
的
に
は
「
相
続
権
」
の
主
た
る
内

容
は
、
遺
言
す
る
権
利
を
意
味
し
、
そ
れ
に
加
え
て
遺
留
分
権
も
ま
た
、
同
項
に
よ
る
保
障
を
受
け
る
か
否
か
と
い
う
形
で
問
題
に
な
る
。

　
た
と
え
ば
、
ラ
イ
ポ
ル
ト
は
、
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
を
、
基
本
法
一
四
条
一
項
の
「
相
続
権
保
障
」
に
よ
っ
て
保
障
す
る
意
義
は
、
ド

イ
ツ
民
法
の
基
礎
で
あ
る
私
的
自
治
を
、
相
続
法
に
お
い
て
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
す 

も
っ
と
も
遺
言
の
結
果
に
は
死
者
自
ら
が

関
与
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
財
産
の
承
継
者
を
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
程
度
の
自
由
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

し
か
し
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
遺
言
の
自
由
は
、
無
制
限
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
家
族
法
上
の
制
約
と
し
て
、
遺
留
分
権
が
付

随
的
に
保
障
さ
れ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
ラ
イ
ポ
ル
ト
は
、
同
項
は
、
遺
留
分
権
の
制
約
を
伴
う
遺
言
の
自
由
を
保
障
す
る
も
の
と
捉
え
て
い

（
　
）
５２が
、

（
　
）
５３る
。
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る
の
で
あ
る
。

　
ラ
イ
ポ
ル
ト
が
遺
留
分
権
を
相
続
権
保
障
に
含
め
て
と
ら
え
て
い
る
の
に
対
し
、
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
は
、
同
項
の
相
続
権
保
障
は
、
遺
留
分
権

の
保
障
を
含
ま
ず
、
遺
言
の
自
由
の
み
を
指
す
の
で
あ
る
と
主
張
す 

同
条
に
お
い
て
、
所
有
権
と
並
ん
で
保
障
さ
れ
て
い
る
相
続
権
に
は
、

基
本
的
に
所
有
権
と
同
様
の
こ
と
が
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
相
続
権
保
障
の
決
定
的
要
素
は
、
所
有
者
の
死
を
超
え
た
処
分
権
限
と
し
て
、
所

有
権
保
障
と
密
接
に
連
結
し
た
遺
言
の
自
由
で
あ
る
。
生
存
中
の
所
有
権
者
が
彼
の
所
有
権
に
つ
い
て
制
限
さ
れ
な
い
の
と
同
様
、
遺
言
処
分

の
場
合
に
も
彼
の
所
有
権
に
つ
い
て
制
限
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
遺
言
の
自
由
を
制
限
す
る
遺
留
分
権
が
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
と
解
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
は
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
相
続
権
保
障
と
は
遺
言
の
自
由
の
み
を
指
し
、
遺
留
分
権
は
基

本
法
上
保
障
さ
れ
る
権
利
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
遺
留
分
権
が
、
基
本
法
に
反
す
る
と
主
張
す
る
の
が
、
ペ
ト
リ
で
あ 

ペ
ト
リ
に
よ
る
と
、
基
本
法
一
四
条
の
「
相
続

権
」
に
は
、
遺
留
分
権
は
含
ま
れ
ず
、
む
し
ろ
遺
留
分
権
は
、
基
本
法
一
四
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
所
有
権
お
よ
び
相
続
権
を
制
限
し
て
い

る
。
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
遺
言
の
自
由
は
、
前
憲
法
的
な
（vorkonstitutionell

                  
）
遺
留
分
権
に
よ
っ
て
、
侵
害
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
民
法
の
遺
留
分
規
定
は
基
本
法
に
反
し
、
効
力
を
持
た
な
い
と
結
論
付
け
る
。
遺
留
分
規
定
を
基
本
法
違
反
と
し
て
無
効

と
す
る
説
は
極
端
で
も
あ
り
、
学
説
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
遺
留
分
権
の
基
本
法
上
の
問
題
の
一
面
を
指
摘
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
ペ
ト
リ
と
同
様
の
問
題
意
識
か
ら
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
、
遺
言
の
自
由
は
所
有
権
保
障
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
か
ら
、
遺
留
分
規
定
は
、
基
本

法
上
保
障
さ
れ
る
遺
言
の
自
由
を
過
度
に
制
限
し
な
い
よ
う
に
形
成
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す 

そ
し
て
現
行
遺
留
分
規
定
が
、
そ
の

よ
う
に
形
成
さ
れ
、
基
本
法
に
適
合
的
と
い
え
る
か
が
問
題
に
な
る
が
、
遺
留
分
権
の
意
義
は
、
家
族
の
生
存
保
障
を
行
う
こ
と
に
あ
る
と
い

（
　
）
５４る
。

（
　
）
５５る
。

（
　
）
５６る
。
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え
る
か
ら
、
遺
留
分
規
定
も
、
家
族
の
生
活
保
障
に
配
慮
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
遺

言
の
自
由
は
、
家
族
の
生
存
保
障
の
範
囲
で
、
遺
留
分
権
に
よ
る
制
限
を
受
け
る
。
し
か
し
、
現
実
の
遺
留
分
規
定
は
、
生
存
保
障
の
意
義
を

持
つ
と
は
い
え
ず
、
遺
言
の
自
由
は
、
過
度
の
制
限
を
受
け
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
づ
け
る
。

　
②
　
基
本
法
六
条
の
家
族
の
保
護
と
遺
留
分
権
の
関
係

　
遺
留
分
権
と
、
基
本
法
六
条
の
家
族
の
保
護
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
同
条
の
「
婚
姻
お
よ
び
家
族
」
の
「
特
別
の
保
護
」
は
、
国
家
が

婚
姻
お
よ
び
家
族
に
つ
い
て
差
別
を
禁
止
す
る
義
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
支
援
す
る
義
務
を
負
う
こ
と

を
意
味
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
い 

こ
の
こ
と
を
前
提
に
、
オ
ッ
テ
は
、
家
族
支
援
を
行
う
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
は
、
家
族
保
護
の
支
障
と

な
る
か
ら
、
家
族
の
法
定
相
続
の
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
は
、
基
本
法
に
反
す
る
と
主
張
す 

そ
し
て
、
遺
留
分
権
が
、
家
族
内
の
連
帯
を

支
援
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
家
族
の
保
護
に
つ
な
が
る
場
合
に
は
、
ま
た
そ
の
限
り
で
、
遺
留
分
は
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し

て
、
遺
留
分
権
の
基
本
法
上
の
保
障
を
認
め
る
。

　
こ
こ
で
、
遺
留
分
権
と
基
本
法
六
条
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、
同
条
が
単
独
で
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
基
本
法
一
四
条
と
並

べ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
留
分
権
は
、
基
本
法
六
条
と
同
法
一
四
条
と
の
協
働
に
よ
り
、
基
本
法
上
基
礎
付
け
ら
れ
る
と
い
う

よ
う
に
説
明
さ
れ 

３
．
連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
四
月
一
九
日
決 

　
遺
留
分
の
機
能
論
と
憲
法
論
で
は
、
遺
留
分
が
果
た
し
て
い
る
機
能
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
、
基
本
法
上
、
中
心
と
し

て
保
護
さ
れ
る
の
は
遺
留
分
権
で
は
な
く
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
が
一
般
的
で
あ
る
た
め
、
遺
留
分
の
正
当
化
が
難

（
　
）
５７る
。

（
　
）
５８る
。

（
　
）
５９る
。

（
　
）
６０定
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し
い
議
論
状
況
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
遺
留
分
が
事
業
承
継
を
妨
害
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、【
二
】
で
み
た
よ
う
に
、

事
業
承
継
と
の
関
係
で
は
、
遺
留
分
の
弱
化
の
傾
向
が
、
解
釈
論
お
よ
び
立
法
論
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
決
定
は
、
遺
留
分
権
が
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
と
す
る
立
場
を
明
確
に
し
、
遺
留

分
の
機
能
に
関
し
て
も
言
及
し
て
い 

以
下
で
は
同
決
定
の
概
略
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

　【
事
実
関 

　
同
決
定
は
、
二
つ
の
裁
判
を
前
提
と
し
て
い
る
。
第
一
の
事
例
に
お
い
て
は
、
母
親
が
、
一
九
八
二
年
に
、
自
筆
証
書
遺
言
に
よ
っ
て
二
人

の
息
子
の
う
ち
一
人
を
単
独
相
続
人
に
指
定
し
、
他
方
の
重
度
の
精
神
病
を
患
う
息
子
を
相
続
か
ら
廃
除
し
た
。
廃
除
の
理
由
の
一
つ
は
、
当

該
息
子
が
母
親
に
、
頭
部
を
拳
で
殴
る
猛
烈
な
暴
行
を
加
え
、
母
親
の
死
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
被
相
続
人
は
一
九
九
四
年
に
、

相
続
か
ら
廃
除
さ
れ
た
息
子
に
よ
り
殺
害
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
地
方
の
精
神
病
棟
に
収
容
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
危
惧
と
憤
怒
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
彼
は
死
体
を
細
か
く
切
り
刻
み
、
山
林
に
隠
滅
し
た
。
そ
の
後
、
彼
は
監
護
人
に
代
理
さ
れ
、
五
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
遺
留
分
を
請

求
し
た
。
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
行
為
者
が
責
任
無
能
力
で
あ
っ
た
と
し
て
、
改
正
前
の
遺
留
分
剥
奪
事
由
（§2333N

r.1
und
2
B
G

      
            
 
  

お

よ
び
遺
留
分
欠
格
事
由
（§2339
A
bs.1

N
r.1
B
G
B
,§2345

A
bs.2

       
       
      
 
 
         
     B

G
G

 
 
 
  

の
存
在
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
八
二
年
の

遺
言
で
単
独
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
方
の
息
子
が
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
。
異
議
申
立
人
は
、
直
接
的
に
は
、
地
方
裁
判
所
お
よ
び
上
級
地

方
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
、
間
接
的
に
は
、
遺
留
分
法
の
規
定
に
対
し
て
、
異
議
を
唱
え
た
。
彼
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
お
よ
び
六
条
一

項
に
基
づ
く
基
本
権
の
侵
害
を
、
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
一
四
条
一
項
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
遺
言
の
自
由
を
制
限
す

る
遺
留
分
権
は
、
家
族
の
保
護
に
基
づ
い
て
正
当
化
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
被
相
続
人
と
遺
留
分
権
利
者
の
間
に
家
族
の
関
係
が
存
在
し

な
い
場
合
に
は
、
基
本
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
遺
言
の
自
由
を
制
限
す
る
た
め
の
要
件
は
存
在
し
な
い
。
本
件
の
よ
う
に
、
遺
留
分
権
利
者
が

（
　
）
６１る
。
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６２係
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被
相
続
人
に
対
す
る
重
大
な
違
法
行
為
を
な
し
、
そ
れ
に
よ
り
家
族
の
関
係
が
破
壊
さ
れ
た
場
合
に
は
、
遺
留
分
剥
奪
の
た
め
の
責
任
の
要
件

は
重
要
で
は
な
い
。
文
言
上
明
確
に
要
求
さ
れ
て
い
な
い
責
任
の
要
件
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
期
待
可
能
性
お
よ
び
公
正
さ
の
境
界
（die

    

G
renze

der
Zum
utbarkeit

und
der
B
ill

 
             
                   
   igkeit

      
）
が
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
で
は
、
遺
留
分
の
剥
奪
を
認
め
な
け
れ
ば
、
基
本
法

上
保
障
さ
れ
る
基
本
権
で
あ
る
遺
言
の
自
由
を
不
相
当
に
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
（JZ

2005,1002

             
）。

　
第
二
の
事
例
に
お
い
て
は
、
被
相
続
人
が
一
九
九
九
年
に
公
正
証
書
遺
言
に
て
息
子
の
遺
留
分
を
剥
奪
し
、
妻
を
単
独
相
続
人
に
指
定
し
た
。

遺
言
に
お
い
て
は
、
相
続
開
始
前
の
数
年
間
、
被
相
続
人
が
孫
と
交
流
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
被
相
続
人
と
息
子
の
間
で
争
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
被
相
続
人
の
息
子
は
、
被
相
続
人
が
重
病
を
患
い
入
院
し
た
直
後
に
、
孫
と
会
う
こ
と
を
禁
止
す
る
旨

を
宣
言
し
、
被
相
続
人
が
孫
に
宛
て
た
手
紙
を
返
送
し
た
と
い
う
。
被
相
続
人
の
死
後
、
息
子
は
遺
留
分
を
主
張
し
、
訴
え
を
提
起
し
た
。
遺

言
に
お
い
て
単
独
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
被
相
続
人
の
妻
は
、
遺
留
分
剥
奪
は
有
効
で
あ
り
、
息
子
は
遺
留
分
を
有
し
な
い
と
主
張
し
た
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
息
子
は
、
彼
の
行
為
に
よ
り
被
相
続
人
の
健
康
状
態
が
悪
化
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
遺
留
分
剥
奪
事
由
の
一
つ
で
あ
る
、
被
相
続
人
へ
の
故
意
に
よ
る
身
体
的
虐
待
に
あ
た
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

　
ベ
ル
リ
ン
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
遺
留
分
請
求
権
に
基
づ
く
息
子
の
訴
え
を
認
容
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
同
裁
判
所
は
、
被
相
続
人
の
身

体
に
影
響
を
与
え
な
い
行
為
は
、
遺
留
分
を
剥
奪
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
と
り
わ
け
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
第
二
三
三
三
条

二
号
が
故
意
の
行
為
を
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
相
続
人
の
妻
が
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
。
異
議
申
立

人
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
、
三
条
一
項
お
よ
び
同
条
一
〇
三
条
一 

基
づ
く
基
本
権
侵
害
を
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、
身
体

的
侵
害
の
故
意
の
立
証
を
過
度
に
要
求
し
、
状
況
証
拠
を
採
用
し
な
か
っ
た
が
、
証
明
す
べ
き
事
実
は
、
彼
女
の
感
知
す
る
領
域
の
外
に
あ
る

の
で
、
状
況
証
拠
に
よ
っ
て
し
か
証
明
し
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
証
拠
の
提
出
を
無
意
味
と
し
た
。
そ
こ
に
、

（
　
）
６５項
に

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 
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民
事
訴
訟
に
お
け
る
武
器
対
等
の
原
則
お
よ
び
遺
言
の
自
由
の
侵
害
が
存
在
す
る
。
こ
れ
で
は
、
遺
留
分
剥
奪
規
定
を
憲
法
適
合
的
に
解
釈
し

て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
と
（JZ

2005,1002

             
）。

　
以
上
の
二
つ
の
事
例
に
お
い
て
、
異
議
申
立
人
は
、
遺
留
分
剥
奪
規
定
の
適
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
被
相
続
人
の
遺

言
の
自
由
が
不
相
当
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
第
一
の
事
例
で
は
、
遺
言
の
自
由
を
制
限
す
る
遺
留
分
権
が
正
当
化
さ
れ
る
の

は
、
家
族
関
係
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
族
関
係
が
存
在
し
な
い
の
に
遺
留
分
剥
奪
を
認
め
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
遺
言
の
自
由
の
不
相
当
な
制
限
に
な
る
と
い
う
。
第
二
の
事
例
で
は
、
遺
留
分
剥
奪
の
要
件
で
あ
る
被
相
続
人
へ
の
身
体
的

侵
害
の
立
証
が
過
度
に
要
求
さ
れ
た
た
め
に
、
遺
言
の
自
由
が
不
相
当
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　【
決
定
理 

　
ま
ず
、
決
定
理
由
の
冒
頭
で
は
、
憲
法
異
議
の
申
立
権
者
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
基
本
権
で
あ
る
相
続
権
す
な
わ
ち
遺
言
の
自
由
を
主

張
す
る
の
は
本
来
被
相
続
人
（
遺
言
者
）
で
あ
る
と
こ
ろ
、
遺
言
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
相
続
人
が
、
基
本
権
に
基
づ
く
憲
法
異
議
を
申
し
立

て
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
異
議
申
立
人
の
基
本
権
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
二
つ
の
憲
法
異
議
申

立
て
を
適
法
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
憲
法
の
相
続
権
保
障
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
相
続
法
上
の
地
位
は
、
被
相
続
人
の
み
に
与
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
。
二
人
の
憲
法
異
議
申
立
人
も
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
相
続
人
と
し
て
、
基
本
法
一
四
条
一
項
に
よ
る
基
本
権
保

障
を
享
受
し
、
相
続
法
上
の
地
位
を
い
つ
で
も
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
基
本
権
保
障
は
、
被
相
続
人
の
死

亡
と
同
時
に
消
滅
し
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
」（S.1562

       
）。

　
次
に
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
遺
言
の
自
由
が
遺
留
分
権
に
よ
っ
て
不
相
当
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
の
異
議
申
立
人
の
主
張
に
つ
い
て
は
、

裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
見
解
は
、
⑴
基
本
法
一
四
条
一
項
に
よ
る
遺
言
の
自
由
の
保
障
に
つ
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い
て
、
⑵
基
本
法
一
四
条
一
項
に
よ
る
遺
留
分
権
の
保
障
に
つ
い
て
、
⑶
基
本
法
六
条
と
遺
留
分
権
と
の
密
接
な
関
連
性
に
つ
い
て
、
⑷
遺
留

分
剥
奪
お
よ
び
遺
留
分
欠
格
に
関
す
る
合
憲
性
の
問
題
に
つ
い
て
の
四
つ
の
部
分
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
⑴
　
基
本
法
一
四
条
一
項
に
よ
る
遺
言
の
自
由
の
保
障
に
つ
い
て

　「
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
確
立
し
た
判
例
に
よ
る
と
、
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
の
相
続
権
の
保
障
は
、
相
続
権
を
、
法
制
度
お
よ
び
個
人
の

権
利
と
し
て
保
障
す
る
意
味
を
有
す
る
。
相
続
権
は
、
自
己
責
任
を
負
い
つ
つ
生
活
す
る
た
め
の
基
盤
で
あ
る
私
的
所
有
権
を
、
所
有
権
者
の

死
に
よ
っ
て
消
滅
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
権
利
承
継
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
継
続
を
保
障
す
る
機
能
を
有
す
る
。
そ
の
点
で
、
相
続
権
の
保
障

は
、
所
有
権
の
保
障
を
補
充
し
、
所
有
権
の
保
障
と
と
も
に
、
基
本
法
に
規
定
さ
れ
た
私
有
財
産
秩
序
の
基
礎
を
な
す
。
基
本
法
一
四
条
一
項

二
文
は
、
相
続
権
の
内
容
と
制
限
の
決
定
を
、
立
法
者
に
委
ね
て
い
る
。
立
法
者
が
相
続
権
の
内
容
を
具
体
的
に
定
め
る
際
に
は
、
憲
法
上
保

障
さ
れ
た
基
本
法
一
四
条
一
項
の
基
本
的
内
容
に
従
い
、
他
の
す
べ
て
の
憲
法
規
範
に
調
和
さ
せ
、
と
り
わ
け
比
例
原
則
と
平
等
原
則
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
所
有
権
保
障
と
相
続
権
保
障
は
関
連
す
る
と
い
っ
て
も
、
相
続
権
保
障
は
、
死
亡
す
れ
ば
所
有
権
が
そ

の
ま
ま
第
三
者
に
移
る
（
無
条
件
の
）
権
利
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。
立
法
者
が
相
続
権
を
制
限
す
る
可
能
性
は
─
相
続
権
は
財
産
移
転

に
関
わ
る
か
ら
─
所
有
権
を
制
限
す
る
可
能
性
よ
り
も
高 

（S.1562
       
）。

　
基
本
法
一
四
条
一
項
の
規
定
す
る
「
相
続
権
保
障
を
決
定
づ
け
る
要
素
は
、
遺
言
の
自
由
で
あ
る
。
遺
言
の
自
由
は
、
基
本
権
で
あ
る
所
有

権
や
基
本
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
私
的
自
治
の
原
則
と
と
も
に
、
法
的
生
活
に
お
け
る
個
人
の
自
己
決
定
に
寄
与
す
る
。
相
続
権
保
障
の
構
成

要
素
と
し
て
の
遺
言
の
自
由
は
、
生
存
時
に
法
定
相
続
に
反
し
て
一
人
ま
た
は
複
数
の
権
利
承
継
者
に
財
産
を
移
転
す
る
決
定
を
し
、
法
定
相

続
人
に
遺
産
の
取
り
分
を
与
え
ず
に
遺
留
分
の
み
を
与
え
る
被
相
続
人
の
権
限
を
含
む
。
こ
れ
に
よ
っ
て
被
相
続
人
に
は
、
自
身
が
死
因
処
分

に
よ
っ
て
一
般
的
に
、
彼
の
個
人
的
な
考
え
に
基
づ
い
て
相
続
を
規
律
す
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
。
被
相
続
人
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
卑
属
の

（
　
）
６７い
」

事
業
承
継
の
妨
害
を
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当
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平
等
扱
い
を
強
制
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」（S.1562f.

         
）。

　
⑵
　
基
本
法
一
四
条
一
項
に
よ
る
遺
留
分
権
の
保
障
─
と
く
に
子
の
遺
留
分
権
─
に
つ
い
て

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
子
の
最
低
限
の
遺
産
取
り
分
で
あ
る
遺
留
分
権
は
、
原
則
と
し
て
剥
奪
さ
れ
ず
、
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
子
の
経
済

的
困
窮
な
ど
の
必
要
性
に
か
か
わ
り
な
く
、
基
本
法
一
四
条
一
項
の
相
続
権
保
障
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
子
の
遺
留
分
権
は
、「
ド
イ
ツ
相
続
法
の
伝
統
的
核
心
的
要
素tradierte

K
ernelem

ente
des
deutschen

 
          
       
                  

E
rbrechts

  
        
」
と
し

て
、
遺
言
の
自
由
と
な
ら
ん
で
、
基
本
法
一
四
条
一
項
の
相
続
権
保
障
に
お
い
て
制
度
的
に
保
障
さ
れ
る
。「
所
有
権
の
保
障
と
並
べ
て
特
に

相
続
権
の
保
障
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
相
続
権
保
障
は
、
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
の
保
障
を
超
え
る
独
自
の
意
義
を
有
す
る
」。

と
い
う
の
も
、
相
続
権
保
障
が
特
に
明
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
は
、
所
有
権
の
内
容
と
し
て
保
障
さ
れ

る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
相
続
権
保
障
に
は
、
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
だ
け
で
は
な
く
、「
ド
イ
ツ
相
続
法
の
伝
統

的
核
心
的
要
素
」
と
し
て
の
遺
留
分
権
の
制
度
的
な
保
障
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
こ
こ
で
、
遺
留
分
権
を
「
ド
イ
ツ
相
続
法
の
伝
統
的
核
心
的
要
素
」
と
捉
え
る
背
景
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
遺
留
分
法
の
思
想
が

ロ
ー
マ
法
に
さ
か
の
ぼ
り
、
ま
た
ド
イ
ツ
民
法
の
成
立
時
の
議
論
に
お
い
て
も
、
遺
留
分
法
が
承
認
さ
れ
、
そ
の
決
め
手
と
な
っ
た
の
は
「
遺

留
分
権
等
に
よ
っ
て
被
相
続
人
の
処
分
の
自
由
を
制
限
す
る
と
い
う
考
え
方
が
、
い
つ
の
時
代
に
も
、
す
べ
て
の
国
民
に
お
い
て
存
在
し
て
い

た
」
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
遺
留
分
権
は
、
同
様
に
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
た
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
相
続

法
秩
序
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（S.1563
       
）。

　
⑶
　
基
本
法
六
条
一
項
と
遺
留
分
権
と
の
密
接
な
関
連
性
に
つ
い
て

　
続
い
て
、
遺
留
分
権
と
、
家
族
の
保
障
を
規
定
す
る
基
本
法
六
条
一
項
と
の
密
接
な
関
連
性
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
以
下
の
よ
う

＜
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に
指
摘
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
基
本
法
六
条
一
項
の
意
義
に
つ
い
て
、「
国
家
に
対
し
、
親
子
か
ら
な
る
家
族
共
同
体
を
、
精
神
的
・
人
格
的
領
域
お
よ
び
物
質
的
・

経
済
的
領
域
に
お
い
て
、
独
立
し
た
、
自
己
責
任
を
負
う
も
の
と
し
て
尊
重
し
、
擁
護
す
る
義
務
を
負
わ
せ
る
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し

て
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
家
族
共
同
体
の
内
部
に
お
け
る
親
子
間
の
責
任
も
、
憲
法
上
の
保
護
を
享
受
す
る
。
家
族
構
成
員
間
の
責
任
と
は
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
八
ａ
条
に
定
め
ら
れ
た
、
親
子
が
互
い
に
援
助
お
よ
び
配
慮
を
す
る
義
務
の
こ
と
を
い
う
（S.1563f.

         
）。

　
次
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
遺
留
分
権
の
家
族
連
帯
を
維
持
す
る
機
能
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
遺
産
に
対
す
る
子
の
取
り

分
は
、
被
相
続
人
と
子
と
の
間
に
存
在
す
る
「
家
族
連
帯
の
表
れ
」
で
あ
る
。
遺
留
分
法
は
、
扶
養
法
と
同
様
、
被
相
続
人
と
子
と
の
世
代
間

連
帯
─
家
族
法
お
よ
び
（
多
く
の
場
合
に
は
）
血
縁
関
係
や
共
同
生
活
に
よ
っ
て
築
か
れ
る
─
を
、
相
続
法
の
領
域
に
お
い
て
反
映
す
る
。「
遺

留
分
法
は
、
財
産
と
家
族
と
の
精
神
的
お
よ
び
経
済
的
結
び
付
き
を
─
子
が
具
体
的
に
遺
産
を
必
要
と
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
─

財
産
所
有
者
の
死
を
超
え
て
継
続
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
」（S.1564

       
）。

　
そ
し
て
、
本
件
の
よ
う
に
被
相
続
人
と
子
が
疎
遠
に
な
っ
た
り
、
関
係
が
完
全
に
破
壊
さ
れ
た
り
と
い
う
事
例
に
お
い
て
、
遺
留
分
法
は
、

被
相
続
人
が
遺
言
に
よ
っ
て
子
を
制
裁
す
る
自
由
に
限
界
を
与
え
る
。「
遺
留
分
法
は
、
被
相
続
人
に
よ
る
子
の
不
平
等
扱
い
を
排
除
す
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
を
制
限
す
る
」（S.1564

       
）。

　
⑷
　
遺
留
分
剥
奪
お
よ
び
遺
留
分
欠
格
に
関
す
る
合
憲
性
の
問
題

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
遺
留
分
剥
奪
事
由
お
よ
び
遺
留
分
欠
格
事
由
に
関
す
る
改
正
前
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
三
三
三
条
一
号
二
号
お
よ
び
二
三
四
五

条
二
項
、
二
三
三
九
条
一
項
一
号
も
ま
た
、
合
憲
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
諸
規
定
の
意
義
は
、
遺
言
の
自
由
と
遺
留
分
の

対
立
を
憲
法
に
適
合
し
た
形
で
調
整
す
る
こ
と
に
あ
る
。
憲
法
に
適
合
し
た
形
の
調
整
と
は
、
意
思
に
反
し
て
子
に
遺
留
分
を
与
え
る
こ
と
を

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 

六
〇
九
（
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被
相
続
人
に
期
待
で
き
な
い
ほ
ど
、
特
に
重
大
な
子
の
違
法
な
行
為
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
、
遺
留
分
を
与
え
な
い
こ
と
と
す
る
規
律
で
あ

る
（S.1564f.

         
）。

　
そ
の
上
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
第
一
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
原
審
判
決
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
改
正
前

の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
三
三
三
条
一
号
の
遺
留
分
剥
奪
事
由
を
、
厳
密
に
刑
法
上
の
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
憲
法
の
趣
旨
に
反
す
る
。

つ
ま
り
、
遺
留
分
剥
奪
の
対
象
と
な
る
子
が
、
刑
法
上
の
意
味
に
お
い
て
責
任
能
力
が
な
い
と
し
て
も
、
違
法
要
件
を
知
り
な
が
ら
、
あ
え
て

行
為
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
剥
奪
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
解
釈
は
、
憲
法
に
適
合
し
な
い
。
裁
判
所
は
、
遺
言
の
自
由
と
い
う
基
本
権
が
、

子
の
遺
留
分
に
よ
り
不
相
当
に
制
限
さ
れ
る
の
を
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
で
、
被
相
続
人
は
、
原
告
に
よ
り
た
び
た
び
身
体
的
に

虐
待
さ
れ
、
脅
迫
さ
れ
、
最
終
的
に
は
殺
害
さ
れ
た
。
刑
事
手
続
上
の
鑑
定
書
に
お
い
て
は
、
原
告
は
行
為
時
に
責
任
能
力
が
な
か
っ
た
が
、

行
為
の
違
法
性
を
理
解
で
き
る
状
況
に
あ
っ
た
。
改
正
前
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
三
三
三
条
一
号
の
規
定
を
、
刑
法
上
の
意
味
で
の
責
任
能
力
に
こ
だ
わ

ら
ず
解
釈
し
、
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
文
言
上
も
、「
自
然
な
」
意
味
の
故
意
を
持
っ
て
行
為
す
る
精
神
障
害
者
も
遺
留
分
剥
奪
の
対
象
に
な

る
こ
と
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
立
法
史
か
ら
も
、
同
条
が
民
事
上
の
制
裁
を
遺
留
分
権
利
者
に
負
わ
せ
、
刑
法
上
の
意
味
で
の
有
責

性
を
問
う
趣
旨
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
（S.1565f.

         
）。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
事
例
の
原
審
判
決
に
は
理
由
が
あ
る
と
の
判
断
が
示
さ
れ
た
。
第
一
事
例
と
は
異
な
っ
て
、
同
事
例
に
お
い
て
は
、

遺
留
分
剥
奪
の
背
景
と
し
て
、
相
続
廃
除
に
特
有
で
あ
り
遺
留
分
権
が
そ
の
機
能
を
果
た
す
べ
き
家
族
間
の
衝
突
の
場
面
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
被
相
続
人
と
原
告
と
の
間
に
は
、
互
い
の
付
き
合
い
お
よ
び
孫
と
の
交
流
を
め
ぐ
っ
て
不
和
が
生
じ
、
両
者
が
疎
遠
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
、
遺
留
分
剥
奪
の
動
機
と
な
っ
た
。
原
審
は
、
遺
留
分
剥
奪
事
由
と
し
て
の
身
体
を
侵
害
す
る
と
い
う
故
意
が
、
民
事
訴
訟
の

原
則
に
基
づ
い
て
十
分
に
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
た
。
本
件
で
は
、
こ
の
原
則
に
基
づ
い
て
、
原
告
が
重
病

＜
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人
で
あ
る
被
相
続
人
と
の
接
触
を
絶
っ
た
際
に
、
身
体
を
侵
害
す
る
と
い
う
故
意
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
、
十
分
に
立
証
さ
れ
て
い
な
い
と
判

断
さ
れ
た
。
こ
の
判
断
に
お
い
て
、
原
審
が
、
遺
言
の
自
由
の
保
障
お
よ
び
公
正
な
手
続
と
い
う
点
で
誤
っ
た
判
断
を
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
異
議
に
は
理
由
が
な
い
（S.1566f.

         
）。

　
以
上
の
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
遺
留
分
権
は
、
基
本
法
六
条
お
よ
び
同
法
一
四
条
一
項
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ

は
、
個
別
の
事
例
に
お
け
る
遺
留
分
権
利
者
の
困
窮
な
ど
の
必
要
性
に
か
か
わ
ら
ず
保
障
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
も
っ
と
も
、

基
本
法
一
四
条
一
項
の
相
続
権
保
障
を
決
定
づ
け
る
要
素
は
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
自
己
決
定
権
な
ど
の
憲
法
秩
序

に
お
け
る
基
本
的
価
値
に
結
び
付
け
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
遺
言
の
自
由
を
制
限
す
る
遺
留
分
権
に
つ
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁

判
所
は
、「
ド
イ
ツ
相
続
法
の
伝
統
的
核
心
的
要
素
」
と
し
て
、
基
本
法
一
四
条
一
項
の
相
続
権
保
障
に
よ
っ
て
制
度
的
に
保
障
さ
れ
る
と
し
、

そ
の
背
景
と
し
て
遺
留
分
が
歴
史
上
受
容
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
家
族
保
障
を
規
定
す
る
基
本
法

六
条
一
項
を
挙
げ
て
、
家
族
連
帯
の
表
現
と
し
て
の
遺
留
分
権
の
正
当
化
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
遺
言
の
自
由
を
制

限
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
歴
史
的
な
受
容
と
、
家
族
保
障
と
り
わ
け
家
族
の
連
帯
を
挙
げ
て
、
遺

留
分
権
を
正
当
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
遺
留
分
権
の
基
本
法
上
の
位
置
付
け
が
明
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
受
け

て
、
学
説
に
お
い
て
は
遺
留
分
権
が
強
化
さ
れ
た
と
の
見
解
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い 

４
．
連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
四
月
一
九
日
決
定
後
の
遺
留
分
権
論

　
同
決
定
が
学
説
に
与
え
る
影
響
は
大
き
く
、
翌
年
二
〇
〇
六
年
に
開
催
さ
れ
た
上
述
の
遺
留
分
法
改
正
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で 

同
決
定
を

踏
ま
え
た
遺
留
分
権
に
つ
い
て
の
議
論
が
行
わ
れ
た
。
以
下
で
は
、
遺
留
分
権
の
基
本
法
上
の
基
礎
付
け
を
め
ぐ
る
議
論
と
、
遺
留
分
の
機
能

（
　
）
６８る
。

（
　
）
６９は
、

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
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に
つ
い
て
の
議
論
を
紹
介
す
る
。

　
遺
留
分
権
の
基
本
法
上
の
基
礎
付
け
に
つ
い
て
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
最
初
の
講
演
者
で
あ
る
バ
ド
ゥ
ー
ラ
は
、「
相
続
権
、
遺
言
の
自
由
、

家
族
の
保
護
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
で
、
遺
留
分
権
の
基
本
法
上
の
基
礎
づ
け
の
問
題
を
、
家
族
の
保
護
と
の
関
係
で
検
討
し
、
遺
留
分
権

保
障
の
射
程
を
示
し
て
い 

彼
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
方
で
は
婚
姻
と
家
族
の
基
本
法
上
の
保
護
で
あ
り
、
他

方
で
は
所
有
権
保
障
で
あ
る
。
こ
こ
で
所
有
権
保
障
を
挙
げ
る
意
味
は
、
遺
言
の
自
由
が
、
所
有
権
保
障
と
密
接
に
関
連
す
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
遺
言
の
自
由
は
、
所
有
者
の
死
を
超
え
た
処
分
権
と
し
て
所
有
権
保
障
と
結
び
つ
き
、
所
有
権
と
同
様
に
、
人
格
的
自
由
の
保
障
の

要
素
と
し
て
特
別
の
保
護
を
享
受
す
る
。
こ
こ
で
、
所
有
権
保
障
と
密
接
に
関
連
し
て
特
別
の
保
護
を
享
受
す
る
遺
言
の
自
由
が
、
遺
留
分
権

に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
理
由
で
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
バ
ド
ゥ
ー
ラ
は
、

遺
留
分
権
が
基
本
法
一
四
条
一
項
の
相
続
権
保
障
に
よ
り
制
度
的
に
保
障
さ
れ
る
と
同
時
に
、
遺
留
分
権
に
よ
る
遺
言
の
自
由
の
制
限
は
、
社

会
福
祉
国
家
の
観
点
か
ら
、
家
族
の
保
護
を
規
定
す
る
基
本
法
六
条
一
項
に
基
づ
い
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
遺
留
分

権
の
憲
法
上
の
保
障
は
、
登
録
さ
れ
た
生
活
パ
ー
ト
ナ
ーLebensgem

einschaft
         
         
に
は
妥
当
し
な
い
と
し
て
遺
留
分
権
の
憲
法
上
の
保
障
の
限

界
を
提
示
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
バ
ド
ゥ
ー
ラ
に
よ
る
と
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
は
、「
婚
姻
の
下
方
に
位
置
付
け
ら
れ
た
法
制
度
」
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
婚
姻
の
憲
法
上
の
保
障
と
同
様
の
こ
と
は
妥
当
し
な
い
。

　
遺
留
分
権
の
憲
法
上
の
保
障
を
肯
定
す
る
見
解
は
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
一
致
し
た
見
解
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ツ
ァ
ッ
ハ
ー
と

ガ
イ
ア
ー
は
、
現
代
に
お
け
る
家
族
の
強
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
遺
留
分
が
家
族
に
お
け
る
世
代
間
連
帯
を
創
出
す
る
と
い
う
点
を
強
調
し
、

遺
留
分
権
の
基
本
法
六
条
に
よ
る
保
障
を
指
摘
す 

　
も
っ
と
も
、
ガ
イ
ア
ー
は
、
遺
留
分
権
の
憲
法
上
の
保
障
を
認
め
な
が
ら
、
遺
留
分
法
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
に
広
い
形
成
裁
量
が
あ
る
と

（
　
）
７０る
。

（
　
）
７１る
。
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す 

つ
ま
り
、
立
法
者
は
、
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
と
、
遺
留
分
権
利
者
の
遺
産
へ
の
取
り
分
に
対
す
る
権
利
と
い
う
、
基
本
法
上
対
立

す
る
権
利
を
適
切
に
調
整
す
る
任
務
を
負
う
。
も
ち
ろ
ん
、
遺
留
分
自
体
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
被

相
続
人
に
遺
留
分
の
確
保
を
全
く
期
待
で
き
な
い
と
い
う
例
外
的
な
場
合
に
、
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
を
保
障
す
る
よ
う
適
切
に
規
律
す
る

こ
と
は
、
立
法
者
の
任
務
で
あ
る
と
す
る
。

　
立
法
者
の
形
成
裁
量
に
つ
い
て
は
、
カ
ル
ペ
ン
が
、
社
会
の
変
化
に
対
応
し
た
遺
留
分
法
の
形
成
の
可
能
性
を
指
摘
す 

彼
は
、
憲
法
上

保
障
さ
れ
た
所
有
権
、
相
続
権
、
婚
姻
、
家
族
な
ど
は
、
永
続
的
に
社
会
の
変
化
の
影
響
を
受
け
る
実
生
活
の
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
遺
留

分
法
も
─
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
完
全
に
廃
止
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
も
─
立
法
者
の
形
成
の
自
由
に
属
す
る
と
い
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
六
年
の
遺
留
分
法
改
正
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
一
方
で
、
遺
留
分
権
の
憲
法
上
の
保
障
を
認
め
た
連
邦
憲
法
裁

判
所
二
〇
〇
五
年
の
決
定
を
受
け
て
、
遺
留
分
権
が
、
相
続
権
保
障
を
規
定
す
る
基
本
法
一
四
条
に
基
づ
い
て
制
度
的
に
保
障
さ
れ
る
と
い
う

点
に
加
え
て
、
家
族
保
障
を
規
定
す
る
基
本
法
六
条
に
基
づ
い
て
保
障
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
遺
留
分
法
そ
の

も
の
を
廃
止
す
る
こ
と
は
憲
法
上
で
き
な
い
と
い
う
の
が
一
致
し
た
見
解
と
い
え
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
、
遺
留
分

権
と
遺
言
の
自
由
を
適
切
に
調
整
す
る
よ
う
規
律
す
る
広
い
裁
量
が
、
立
法
者
に
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
確
認

さ
れ
た
。

　
次
に
、
遺
留
分
の
機
能
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
五
年
の
決
定
は
、
家
族
の
連
帯
を
強
調
し
た
。
多
数
の
学
説
は
、
遺
留
分
法
に
お
け

る
家
族
の
連
帯
の
意
義
を
認
め
、
遺
留
分
法
が
、
家
族
内
の
世
代
間
連
帯
の
創
出
に
寄
与
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め 

　
も
っ
と
も
、
家
族
の
連
帯
と
い
う
言
葉
は
、
多
義
的
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
の
決
定
か
ら
は
、
必
ず
し
も
こ
の
点
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

二
〇
〇
六
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
「
遺
留
分
お
よ
び
世
代
間
の
連
帯
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
報
告
し
た
ツ
ァ
ッ
ハ
ー
は
、
遺
留
分
法
に
お
け
る
家
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）
７２る
。

（
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７４る
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族
の
連
帯
の
意
義
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
立
場
を
示
し
て
い 

こ
こ
で
い
う
連
帯
と
は
、
協
力
と
互
助
と
い
う
道
徳
的
態
度
を
主
に
意

味
す
る
。
世
代
間
の
連
帯
と
正
義
の
創
出
は
、
家
族
の
事
柄
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
般
市
民
の
責
務
で
あ
る
。
遺
留
分
法
は
、
ま
さ
に
世
代
間

の
連
帯
と
正
義
の
場
で
も
あ
る
家
族
を
強
化
す
る
た
め
の
効
果
的
な
手
段
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
基
本
法
一
四
条
お
よ
び
六
条
一
項
に
よ
り

基
礎
づ
け
ら
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
連
帯
の
意
義
が
、
財
産
的
な
連
帯
で
は
な
く
、
ツ
ァ
ッ
ハ
ー
の
い
う
よ
う
に
道
徳
的
態
度
や
正
義
と
い
っ
た
、
精
神
的
な
連
帯

を
中
心
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
連
帯
を
強
制
す
る
の
は
法
の
役
割
で
は
な
く
、
家
族
が
疎
遠
に
な
る
現
代
的
傾
向
に
沿
わ
な
い
と
い
う
批
判
が

妥
当
す 

と
り
わ
け
、
家
族
的
関
係
が
全
く
存
在
せ
ず
、
家
族
構
成
員
が
連
帯
の
意
思
を
お
よ
そ
持
た
な
い
場
合
に
は
、
連
帯
は
、
遺
留
分

を
正
当
化
す
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
ま
た
、
実
際
に
最
近
で
は
、
連
帯
の
意
思
を
持
た
な
い
家
族
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い 

　
こ
の
点
に
答
え
る
も
の
と
し
て
、
シ
ェ
プ
フ
リ
ン
に
よ
る
遺
留
分
法
に
お
け
る
家
族
の
連
帯
の
捉
え
方
が
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
遺
留
分
法

は
、
連
帯
を
強
制
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
家
族
連
帯
が
原
則
と
し
て
不
滅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
い
う
家
族
の
連
帯
は
、
実
際
に
家
族
が
円
満
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
関
係
な 

　
こ
の
よ
う
に
、
遺
留
分
の
機
能
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
二
〇
〇
五
年
の
決
定
以
降
、
家
族
の
連
帯
と
い
う
抽
象

的
な
意
義
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
で
は
、
遺
留
分
法
に
お
け
る
家
族
の
連
帯
と
、
事
業
承
継
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
。
家
族
の
連
帯
を
意
味
す
る
遺
留
分
に

よ
り
、
事
業
承
継
を
妨
害
す
る
こ
と
は
、
正
当
化
で
き
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
述
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
ラ
ン
ゲ
が
家
族
企

業
を
念
頭
に
説
明
し
て
い 

家
族
企
業
に
お
い
て
は
家
族
内
の
連
帯
が
存
在
す
る
か
ら
、
家
族
連
帯
の
思
想
に
基
づ
き
、
企
業
に
対
す
る
遺

（
　
）
７５る
。

（
　
）
７６る
。

（
　
）
７７る
。

（
　
）
７８い
。

（
　
）
７９る
。
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留
分
権
利
者
の
権
利
を
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
剥
奪
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
家
族
企
業
に
お
け
る
家
族
の
連
帯
の

維
持
は
、
遺
留
分
権
に
よ
る
一
般
的
な
家
族
の
連
帯
の
維
持
に
優
先
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

５
．
小
　
　
括

　
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
論
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
の
正
当
化
根
拠
に
つ
い
て
、
遺
留
分
権
の
機
能
お
よ
び
基
本
法
上
の
基
礎
づ
け
と
い
う
観
点

か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
。
遺
留
分
の
機
能
と
し
て
従
来
挙
げ
ら
れ
て
き
た
、
家
族
の
生
活
保
障
、
家
族
内
の
連
帯
維
持
、
家
族
内
の
財
産
分
配
、

公
平
性
維
持
の
四
つ
の
機
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
有
力
な
批
判
に
晒
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
、
基
本
法
と
結
び
付
け
た
議
論
に
お
い
て
、
遺
言
の
自

由
が
、
基
本
法
上
の
所
有
権
保
障
や
私
的
自
治
と
結
び
付
い
た
基
本
的
な
価
値
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
遺
言
の

自
由
を
制
限
す
る
遺
留
分
権
を
、
基
本
法
上
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
い
う
状
況
が
続
い
た
。
そ
の
た
め
、
遺
留
分
を
正
当
化
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
明
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
の
が
、
し
ば
ら
く
一
般
的
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
論
の
概

要
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
決
定
は
、
遺
留
分
権
が
基
本
法
上
の
保
障
を
受
け
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
多
く
の
学
説

も
こ
れ
を
支
持
し
た
。
も
っ
と
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
遺
言
の
自
由
が
、
所
有
権
保
障
や
私
的
自
治
と
同
様
に
基
本
法
上
位
置
付
け
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
こ
れ
を
制
限
す
る
遺
留
分
権
も
、
歴
史
的
受
容
や
家
族
の
保
護
（
と
り
わ
け
家
族
の
連
帯
）
と
い

う
観
点
か
ら
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
と
い
う
捉
え
方
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
遺
留
分
権
が
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
内
容

に
つ
い
て
は
、
立
法
者
に
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
学
説
上
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
論
に
お
い
て
、
遺
言
の
自
由
が
所
有
権
保
障
や
私
的
自
治
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 
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す
る
と
、
こ
れ
を
制
限
す
る
遺
留
分
の
正
当
化
は
、
や
は
り
容
易
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
遺
留
分
の
正
当
化
に

つ
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
歴
史
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
と
か
、
家
族
の
連
帯
の
意
義
を
有
す
る
と
か
、
議
論
の
余
地
の
あ
る
説
明
の
仕

方
に
な
る
。
さ
ら
に
、
遺
留
分
権
は
、
遺
言
の
自
由
の
み
な
ら
ず
、
国
民
経
済
上
重
視
さ
れ
る
事
業
承
継
を
も
制
限
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、

よ
り
い
っ
そ
う
正
当
化
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
遺
留
分
権
が
、
家
族
の
連
帯
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と

し
て
も
、
家
族
企
業
に
お
け
る
家
族
の
連
帯
を
重
視
す
る
ラ
ン
ゲ
の
上
述
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
家
族
の
連
帯
の
基
礎
と
な
る
家
族
企
業
の
承

継
を
、
遺
留
分
権
が
妨
害
す
る
こ
と
は
正
当
化
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
　
）　
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
一
五
五
巻
一
号
二
〇
─
五
二
頁
、
同
巻
三
号
二
六
─
四
七
頁
。
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
の
機
能
に
つ
い
て
の
学
説
上
の
争
い
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
一
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五
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三
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（
　
）　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
近
年
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
の
家
族
供
与
制
度
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
家
族
供
与
制
度
は
、
画
一

５１
的
な
基
準
に
依
ら
ず
、
家
族
の
具
体
的
な
事
情
に
応
じ
て
遺
産
を
分
与
す
る
。
拙
稿
「
相
続
法
に
お
け
る
権
利
の
弾
力
性
に
つ
い
て
─
ド
イ
ツ
の
遺
留

分
と
イ
ギ
リ
ス
の
家
族
供
与
（
一
）（
二
・
完
）」
香
川
法
学
二
五
巻
三
・
四
号
三
七
─
六
七
頁
（
二
〇
〇
六
年
）、
二
六
巻
三
・
四
号
一
四
五
─
一
九

二
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
参
照
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（
　
）　H

enrich,a.a.O
.(Fn.46),2000,S.

 
               
                    6ff

    .  

５６
（
　
）　O

tte,a.a.O
.(Fn.45)S.321f

 
            
                 .  

５７
（
　
）　O

tte,a.a.O
.(Fn.45),S.321

 
            
                  .  

５８
（
　
）　
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
法
学
論
叢
一
五
五
巻
一
号
四
〇
頁
。

５９
（
　
）　B

VerfG
E
112,332.;N

JW
2005,1561.

 
 
    
 
              
  
             ;JZ

2005,1001
               .  

６０
（
　
）　
こ
れ
ま
で
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
諸
決
定
に
つ
い
て
は
藤
原
・
前
掲
注
（
４
）
五
五
巻
四
号
一
六
六
頁
以
下
、
五
五
巻
五
号
三
七
頁
以
下
に
紹
介
さ

６１
れ
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
れ
ま
で
も
、
遺
留
分
規
定
の
合
憲
性
を
前
提
と
す
る
判
断
を
示
し
て
き
た
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
お

い
て
遺
留
分
権
が
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
遺
留
分
法
の
個
別
的
規
律
と
り
わ
け
遺
留
分
剥
奪
要
件
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
の
綿
密
な
検
討

が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
（
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
一
五
五
巻
一
号
四
二
頁
以
下
参
照
）。
本
決
定
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
踏
み
込
ん

だ
判
断
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
意
義
を
有
す
る
。

（
　
）　JZ
2005,1002.;Fam

R
Z
2005,872

                    
 
           .  

６２
（
　
）　
二
〇
一
〇
年
一
月
一
日
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
三
条
「
被
相
続
人
は
以
下
の
場
合
に
そ
の
直
系
卑
属
の
遺
留
分
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６３
一
、
直
系
卑
属
が
被
相
続
人
、
そ
の
配
偶
者
ま
た
は
他
の
直
系
卑
属
の
生
命
に
危
害
を
加
え
た
と
き
。
二
、
直
系
卑
属
が
そ
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 

六
一
七
（
　
　
　
）

三
五



よ
り
被
相
続
人
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
の
身
体
に
故
意
の
虐
待
行
為
を
な
し
た
と
き
。
た
だ
し
配
偶
者
に
対
す
る
虐
待
の
場
合
に
は
、
そ
の
直
系
卑
属
が

配
偶
者
の
血
統
に
属
す
る
と
き
に
限
る
も
の
と
す
る
。」

（
　
）　
ド
イ
ツ
民
法
二
三
三
九
条
一
項
「
以
下
の
者
は
欠
格
者
と
す
る
。
一
、
被
相
続
人
を
故
意
か
つ
違
法
に
殺
害
し
ま
た
は
殺
害
し
よ
う
と
し
た
者
、
お

６４
よ
び
被
相
続
人
が
死
亡
す
る
ま
で
死
因
処
分
を
な
し
ま
た
は
そ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
を
で
き
な
い
状
態
に
至
ら
し
め
た
者
」
同
法
二
三
四
五
条
一
項

「
受
遺
者
が
責
を
負
う
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
第
二
三
三
九
条
第
一
項
に
掲
げ
ら
れ
た
非
行
を
な
し
た
場
合
に
は
、
遺
贈
に
基
づ
く
請
求
権
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
。
第
二
〇
八
二
条
、
第
二
〇
八
三
条
、
第
二
三
三
九
条
第
二
項
お
よ
び
第
二
三
四
一
条
、
第
二
三
四
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。」
同

条
二
項
「
遺
留
分
権
利
者
が
責
を
負
う
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
前
項
の
非
行
を
な
し
た
場
合
に
は
、
遺
留
分
請
求
権
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。」

（
　
）　
基
本
法
三
条
一
項
「
す
べ
て
の
人
は
法
律
の
前
に
平
等
で
あ
る
。」

６５
　
同
法
一
〇
三
条
一
項
「
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
法
律
上
の
審
問
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。」（
高
田
敏
・
初
宿
正
典
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲

法
集
（
第
六
版
）』（
信
山
社
・
二
〇
一
〇
年
）
二
一
四
、
二
七
四
頁
）

（
　
）　N

JW
2005,1562

 
  
           .  

６６
（
　
）　
あ
る
者
が
現
に
持
っ
て
い
る
所
有
権
の
内
容
を
制
限
す
る
の
に
比
べ
る
と
、
第
三
者
に
所
有
権
を
移
転
す
る
際
に
そ
の
内
容
を
制
限
す
る
こ
と
は
、

６７
正
当
化
し
や
す
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

（
　
）　Jörg

M
ayer,

F
am
R
Z
2005,

1441;
M
artin

      
         
 
               
     

Schöpflin,
Verfassungsm

äßigkeit
des

             
           
            

P
flichtteilsrechts

und
P
flichtteils

                                    entziehung,

            

６８Fam
R
Z
2005,s.2025.

   
 
                 
拙
訳
「
遺
留
分
法
の
憲
法
適
合
性
と
遺
留
分
剥
奪
」
香
川
法
学
二
六
巻
一
・
二
号
一
六
九
─
一
八
五
頁
（
二
〇
〇
六
年
）
参

照
。

（
　
）　R

eform
fragen,a.a.O

.(Fn.9)
S.97

 
     
               
               ff   .  

６９
（
　
）　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
要
旨
に
つ
い
てR

eform
fragen,

a.
a.
O
.
(F
n.
9)
S.
97

 
     
               
    
           .  
参
照
。
な
お
、
バ
ド
ゥ
ー
ラ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、P

eter

 
     

７０B
adura,E

rbrecht,Testierfreiheit
un

 
        
          
                 d

Schutz
der
Fam
ilie,in:R

eform
frag

                
           
     
    en

des
Pflichtteilsrechts

Sym
posium

                             
      
 30.11.-2.12.2006

                     

in
Salzau,2007,S.151ff.

                           
に
よ
り
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
　
）　R

eform
fragen,a.a.O

.(Fn.9)s.100

 
     
               
               f  .  

７１ ＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
二
号 

六
一
八
（
　
　
　
）

三
六



（
　
）　R

eform
fragen,a.a.O

.(Fn.9),s.1

 
     
               
               01f

   .  

７２
（
　
）　R

eform
fragen,a.a.O

.(Fn.9),s.1
 
     
               
               02   .  

７３
（
　
）　G

aier,zacher,R
eform

fragen,a.a.O
 
               
     
               

.(Fn.9)S.100f.Schöpflin,a.a.O

                                    

.(Fn.68)S

           .  

７４
（
　
）　
ツ
ァ
ッ
ハ
ー
の
報
告
要
旨
に
つ
い
てR

eform
fragen,a.a.O

.(Fn.9),S.1

 
     
               
               00.

    
参
照
。H

ans
F.Zacher,Pflichtteilsrecht

u

  
                                  nd

intergenera

              -  

７５tionelle
Solidarität,in:R

eform
frag

                           
     
    en

des
Pflichtteilsrechts

Sym
posium

                             
      
 30.11.-2.12.2006

in
Salzau,2007

                                    ,S.135ff

          .  

（
　
）　H

enrich,a.a.O
.(Fn.46)S.14

 
               
               .  

７６
（
　
）　H

enrich,a.a.O
.(Fn.46)S.14

 
               
               .  

７７
（
　
）　Schöpflin,a.a.O

.(Fn.68)S.2026f

                  
                  .   
シ
ェ
プ
フ
リ
ン
は
、
家
族
の
連
帯
に
つ
い
て
の
説
明
に
お
い
て
、
家
族
の
財
産
的
取
り
分
を
保
障
す
る
遺

７８
留
分
法
の
機
能
に
触
れ
て
い
る
の
で
、
連
帯
に
、
道
徳
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
財
産
的
な
意
味
を
も
含
め
て
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
遺
留
分
法
に
お
け
る
「
連
帯
」
は
、
家
族
内
で
の
財
産
分
配
の
意
義
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
留
分
の
機
能
と
し
て
挙
げ

た
財
産
分
配
、
家
族
の
連
帯
維
持
と
い
う
機
能
に
も
ま
た
、
互
い
に
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
明
確
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。

（
　
）　K

nut
W
erner

Lange,D
ie
M
öglichkeit

z

 
     
              
    
            ur

Privilegierung
unternehm

erischen
                           
         Verm

ögens
im
Pflichtteilsrecht

unter

 
   
        
                        

besonderer

            

７９B
erücksichtigung

des
§
2312

B
G
B
,in:

 
                            
 
 
     R

eform
fragen

des
Pflichtteilsrechts

  
     
                             

Sym
posium

30.11.-2.12.2006
in
S

    
      
                          alzau,2007,S.57ff.

                      

な
お
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
ラ
ン
ゲ
の
報
告
要
旨
はR

eform
fragen,a.a.O

.(Fn.9),S.1

 
     
               
               03.

    
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

四
、
わ
が
国
の
遺
留
分
権
論

１
．
事
業
承
継
と
遺
留
分
を
め
ぐ
る
議
論
状
況

　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
商
法
学
の
領
域
で
、
大
野
教
授
が
、
相
続
に
よ
る
事
業
承
継
に
お
け
る
法
的
問
題
を
広
く
扱
っ
た
研
究
業
績
を
発
表

し
て
い 

事
業
承
継
と
遺
留
分
の
問
題
に
関
し
て
は
、
大
野
教
授
は
、
相
続
に
際
し
て
、
遺
留
分
請
求
に
よ
っ
て
事
業
承
継
が
妨
害
さ
れ
る

（
　
）
８０る
。事

業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 

六
一
九
（
　
　
　
）

三
七



事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
で
一
般
化
し
て
い
る
補
償
条
項
の
機
能
を
紹
介
し
て
い
る
。
補
償
条
項
は
、
社
員
が
死
亡
な
ど
に
よ
り
会

社
か
ら
離
脱
し
て
、
そ
の
持
分
の
価
額
に
つ
い
て
補
償
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
そ
の
補
償
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
定
款
規
定

の
こ
と
で
あ
る
。
補
償
条
項
に
よ
っ
て
、
持
分
の
評
価
方
法
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
け
ば
、
遺
留
分
額
の
算
定
方
法
が
明
確
に
な
り
、
そ
の

定
め
方
に
よ
っ
て
は
、
遺
留
分
額
を
低
く
抑
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
事
業
承
継
を
遺
留
分
か
ら
守
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
も
っ
と

も
、
わ
が
国
で
は
、
補
償
条
項
の
効
果
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
事
業
承
継
に
際
し
て
は
、
遺
留
分
が
存
在
す
る
こ
と
を

考
慮
に
入
れ
て
、
対
策
を
講
ず
る
他
が
な
い
と
指
摘
す 

　
民
法
学
に
お
い
て
は
、
近
年
、
藤
原
教
授
が
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
が
遺
留
分
に
よ
り
妨
害
さ
れ
る
問
題
を
指
摘
し
て
い 

藤
原
教
授

は
、「
相
続
関
連
事
業
承
継
法
制
等
検
討
委
員
会
」
が
二
〇
〇
七
年
に
公
表
し
た
中
間
報
告
を
紹
介
し
、
同
報
告
の
意
義
を
、
後
継
者
へ
の
事

業
承
継
の
確
実
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
事
業
承
継
に
関
す
る
予
防
法
学
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
こ
と
、
お
よ
び
遺
留
分
制
度
の
意
味
を
問
い

直
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
遺
留
分
制
度
の
意
味
に
つ
い
て
の
従
来
の
議
論
と
の
関
係
で
、
同
報
告
の
趣
旨
を
、「
成
年
で

事
業
と
無
関
係
の
子
は
、
扶
養
・
潜
在
的
持
分
と
無
縁
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
承
継
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
れ
ば
、（
配
偶
者
は
と
も

か
く
）
子
の
遺
留
分
に
は
一
定
の
制
限
も
考
え
得
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。」
と
評
価
す
る
。
そ
の
上
で
、
わ
が
国
で
の
事
業
承
継
に
お
け
る

予
防
法
学
の
必
要
性
を
指
摘
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
業
承
継
に
適
し
た
手
段
と
し
て
、
相
続
契
約
、「
先
取
り
し
た
相
続
」（
相
続
財
産
の
生

前
の
譲
渡
）
を
紹
介
す
る
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
制
度
は
、
社
会
を
構
成
す
る
制
度
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
、
事
業
承
継
の
た
め
に
遺
留
分
法
を
大
幅
に
改
正
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
、
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
権
論
を
分
析
す
る
。
そ
し

て
、
事
業
承
継
を
円
滑
に
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
し
て
も
、「
家
族
を
社
会
連
帯
の
制
度
と
位
置
づ
け
る
法
制
度
全
体
の
重
要
な
一
翼
を
担
っ

て
い
る
の
が
、
遺
留
分
制
度
だ
と
考
え
る
」
と
し
て
、
遺
留
分
を
制
限
す
る
方
向
に
は
否
定
的
な
立
場
を
示
す
。

（
　
）
８１る
。

（
　
）
８２る
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
二
号 

六
二
〇
（
　
　
　
）

三
八



　
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
遺
留
分
が
事
業
承
継
を
妨
害
す
る
と
い
う
認
識
が
一
般
化
し
、
学
説
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
と
事
業
承

継
と
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
が
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
事
業
承
継
が
遺
留
分
に
よ
り
妨
害
さ
れ
る
問
題
が
学
説
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
中
、
前
述
し
た
二
〇
〇
八
年
の
経
営
承
継
円
滑
法
の
成
立
に

よ
り
、
遺
留
分
請
求
か
ら
事
業
承
継
を
保
護
す
る
た
め
の
対
策
が
実
行
に
移
さ
れ
た
。
同
法
の
趣
旨
の
一
つ
は
、
国
民
経
済
上
の
利
益
と
い
う

観
点
か
ら
、
中
小
企
業
の
承
継
が
遺
留
分
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
あ 

同
法
は
、
一
方
で
は
、

中
小
企
業
の
承
継
を
遺
留
分
か
ら
保
護
す
る
こ
と
と
し
、
他
方
で
は
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
か
ら
株
式
等
を
除
外
す
る
た
め
に
は

相
続
人
の
合
意
を
要
す
る
と
し
て
、
遺
留
分
権
利
者
に
も
配
慮
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
同
法
は
、
遺
留
分
制
度
そ
の
も
の
を
根
本
か
ら
変
え

る
も
の
で
は
な
く
、
民
法
の
基
本
的
枠
組
み
か
ら
大
き
く
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
分
析
さ
れ
て
い 

　
同
法
に
お
け
る
、
遺
留
分
が
事
業
承
継
を
制
約
す
る
場
合
を
想
定
し
、
遺
留
分
か
ら
事
業
承
継
を
守
ろ
う
と
す
る
方
向
性
は
、
上
述
の
ド
イ

ツ
に
お
け
る
議
論
に
対
応
す
る
。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
論
に
比
し
て
、
事
業
承
継
と
遺
留
分
の
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
議
論
の
蓄
積
は
少
な
い
。
と
り
わ
け
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
の
も
と
で
、
遺
留
分
に
よ
る
事
業
承
継
の
制
限
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、

ま
た
逆
に
、
事
業
承
継
を
保
護
す
る
た
め
に
遺
留
分
を
制
限
す
る
こ
と
が
な
ぜ
正
当
化
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
の
基
礎
的

な
研
究
が
十
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

　
遺
留
分
法
の
個
別
的
な
問
題
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
の
支
払
猶
予
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
わ
が
国
の
遺
留
分
法

に
は
存
在
し
な
い
た
め
、
こ
の
点
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
う
な
解
釈
論
お
よ
び
立
法
論
の
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
、
事
業
承
継
と
遺
留
分
額
算
定
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
事
業
価
値
の
評
価
方
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
統
一
し
た
基

準
が
な
く
、
遺
留
分
請
求
事
件
に
関
し
て
非
上
場
株
式
等
の
評
価
方
式
に
つ
い
て
判
示
す
る
裁
判
例
は
な 

そ
こ
で
、
中
小
企
業
庁
は
「
非

（
　
）
８３る
。

（
　
）
８４る
。（

　
）
８５い
。
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上
場
株
式
の
評
価
の
在
り
方
に
関
す
る
委
員
会
」
を
設
置
し
、
二
〇
〇
九
年
に
は
「
経
営
承
継
法
に
お
け
る
非
上
場
株
式
等
評
価
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
が
公
表
さ
れ 

も
っ
と
も
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
法
的
拘
束
力
は
な
い
と
さ
れ
る
。

２
．
遺
留
分
権
の
正
当
化
根
拠

　
遺
留
分
が
事
業
承
継
を
妨
害
す
る
と
の
認
識
が
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
わ
が
国
に
お
い
て
、
遺
留
分
権
の
根
拠
を
検
討
す
る
こ
と
は
重
要
な
意

義
を
有
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
遺
留
分
権
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
承
継
の
場
面
で
の
遺
留
分
法
の
解
釈
論
お
よ
び
立
法
論

に
、
一
定
の
方
向
付
け
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
遺
留
分
権
の
根
拠
を
検
討
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
遺
留
分

の
機
能
に
つ
い
て
の
わ
が
国
の
学
説
を
紹
介
し
、
分
析
す
る
。
次
に
、
遺
留
分
権
の
根
拠
を
検
討
す
る
も
う
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
遺
留
分
権

の
憲
法
上
の
基
礎
づ
け
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
⑴
　
遺
留
分
の
機
能

　
わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て
、
遺
留
分
の
機
能
と
し
て
従
来
挙
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
生
活
保
障
／
死
後
扶
養
、
潜
在
的
持
分
の
清
算
、
公
平

性
維
持
の
三
つ
の
機
能
で
あ
る
。

　
生
活
保
障
／
死
後
扶
養
の
機
能
は
、
遺
留
分
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
相
続
の
根
拠
と
し
て
一
九
五
〇
年
代
に
中
川
善
之
助
教 

岩
垂
肇
教

授
が
主
張 

通
説
的
見
解
に
な
っ
た
。
遺
留
分
が
生
活
保
障
／
死
後
扶
養
の
機
能
を
有
す
る
例
と
し
て
、
死
者
が
全
財
産
を
長
男
に
取
得
さ

せ
る
遺
言
を
し
て
い
た
場
合
で
も
、
二
男
は
、
遺
留
分
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
定
程
度
生
活
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
遺
族
の
生
存
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
の
遺
留
分
権
の
正
当
化
と
み
る
こ
と
が
で
き 

生
活
保
障
説
が
支
持
さ
れ
た
の
は
、
人
が
死

亡
す
る
と
、
死
者
か
ら
扶
養
を
受
け
て
い
た
者
が
急
に
生
活
に
困
窮
す
る
こ
と
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
と
い
う
、
分
か
り
や
す
い
理
由
か
ら
で
あ
っ

（
　
）
８６た
。

（
　
）
８７授
、

（
　
）
８８し
、

（
　
）
８９る
。
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た
。
も
っ
と
も
、
生
活
保
障
説
／
死
後
扶
養
説
が
主
流
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
扶
養
は
国
の
社
会
保
障
制
度
で
は
な
く
、
家
族
の
責
任
で
あ
る

と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
。

　
生
活
保
障
／
死
後
扶
養
を
機
能
と
す
る
見
解
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
以
下
の
批
判
説
は
、
遺
留
分
の
機
能

に
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
広
く
相
続
の
機
能
に
つ
い
て
の
批
判
で
あ
る
が
、
遺
留
分
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
。
た
と
え
ば
、
稲
子
恒

夫
説
・
稲
子
宣
子
説
は
、
現
行
相
続
法
で
は
、
死
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
者
が
遺
産
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
相
続
と

生
活
保
障
は
関
連
し
な
い
と
指
摘
す 

ま
た
、
沼
正
也
説
は
、
生
活
保
障
は
社
会
保
障
制
度
の
役
割
で
あ
り
、「
相
続
法
で
、
社
会
保
障
制

度
を
部
分
的
に
せ
よ
代
行
さ
せ
よ
う
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
す 

ご
く
最
近
の
学
説
と
し
て
、
富
田
説
は
、
相
続
法
が
、
相
続
人

の
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
逆
に
生
活
保
障
を
阻
む
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
事
例
か
ら
示 

そ
し
て
、
扶
養
と
相
続

と
を
切
り
離
し
て
い
る
民
法
に
お
い
て
、
規
範
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
生
活
保
障
を
持
ち
出
す
べ
き
で
は
な
く
、
相
続
は
一
種
の
不
労
所
得
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
機
能
は
縮
小
し
て
い
く
と
結
論
づ
け
る
。

　
な
お
、
遺
留
分
制
度
の
意
義
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
意
義
を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
遺
族
の
生
活
保
障
で
あ

る
と
し
、
遺
留
分
の
生
活
保
障
／
死
後
扶
養
の
機
能
を
肯
定
す
る
立
場
も
あ 

こ
の
よ
う
な
議
論
状
況
を
み
る
と
、
生
活
保
障
／
死
後
扶
養

を
遺
留
分
の
機
能
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
争
い
が
あ
り
、
も
は
や
通
説
的
見
解
で
は
な
い
と
い
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
遺
留
分
の
機
能
を
、
潜
在
的
持
分
の
清
算
に
み
る
立
場
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
批
判
は
な
く
、
説
得
的
な
説
と
し
て
確
立
し
て

い 

潜
在
的
持
分
の
清
算
も
、
遺
留
分
に
限
定
さ
れ
ず
、
広
く
相
続
の
機
能
に
妥
当
す
る
。
こ
の
説
は
、
死
者
の
名
義
に
な
っ
て
い
た
財
産

も
、
実
質
的
に
は
家
族
が
そ
の
維
持
や
増
加
に
貢
献
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
潜
在
的
に
は
そ
の
家
族
の
財
産
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
そ

し
て
、
遺
留
分
に
よ
っ
て
、
潜
在
的
な
持
分
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
と
す
る
。
潜
在
的
持
分
の
清
算
を
強
調
す
る
佐
藤
隆
夫
説
は
、
と
り
わ
け

（
　
）
９０る
。

（
　
）
９１る
。

（
　
）
９２す
。

（
　
）
９３る
。

（
　
）
９４る
。
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配
偶
者
相
続
権
を
念
頭
に
置 

夫
婦
の
財
産
的
独
立
性
を
尊
重
す
る
民
法
に
お
い
て
、
夫
名
義
の
財
産
に
お
い
て
、
専
業
主
婦
が
家
事
労
働

に
よ
っ
て
維
持
・
増
加
さ
せ
た
部
分
に
潜
在
的
持
分
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
持
分
を
相
続
時
に
取
り
戻
す
こ
と
の
意
義
を
強
調
す
る
。

　
も
っ
と
も
、
潜
在
的
持
分
の
清
算
を
遺
留
分
権
の
根
拠
に
す
る
説
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
配
偶
者
相
続
権
を
念
頭
に
置
く
場
合
の

み
で
あ
っ
て
、
子
の
遺
留
分
権
に
関
し
て
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
を
想
定
す
る
と
、
子
が
親
の
財
産
に
潜
在
的
持
分
を
有
す
る
と
す
る
こ
と

は
考
え
に
く
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い 

　
遺
留
分
権
の
機
能
と
し
て
、
相
続
人
間
の
公
平
性
の
維
持
を
主
張
す
る
の
が
、
伊
藤
昌
司
説
で
あ 

伊
藤
説
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
近
代

法
に
お
い
て
重
要
な
の
は
個
人
の
平
等
で
あ
る
と
し
、
相
続
制
度
に
お
い
て
は
均
分
相
続
に
基
づ
く
法
定
相
続
が
原
則
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
。
そ
し
て
、
相
続
を
死
者
の
恣
意
に
任
せ
る
と
、
相
続
法
の
均
分
相
続
の
原
則
が
害
さ
れ
、
勝
手
気
ま
ま
に
不
平
等
な
相
続
が
許
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
遺
留
分
は
、
そ
の
よ
う
な
不
平
等
な
相
続
を
一
定
程
度
是
正
す
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
、
均
分
相
続
を
貫
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
介
護
な
ど
で
被
相
続
人
に
寄
与
し
た
者
が
多
く
相
続
で
き
る
と
す
る

「
対
価
的
相
続
」
の
考
え
が
、
相
続
法
学
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い 

有
地
教
授
は
、「
均
分
相
続
と
い
う
場
合
に
、
形
式
的
平
等
よ
り
も
実

質
的
な
平
等
を
十
分
に
配
慮
し
た
分
割
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
均
分
相
続
の
原
則
を
貫
徹
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
立
場
を
示
す
。

対
価
的
相
続
の
考
え
方
を
遺
留
分
制
度
論
で
強
調
す
る
の
が
西
説
で
あ
る
。
西
説
は
、
遺
留
分
制
度
の
意
義
を
遺
族
の
生
活
保
障
に
み
て
、
生

活
保
障
と
い
う
観
点
に
基
づ
く
実
質
的
平
等
の
実
現
を
遺
言
に
期
待
し
、
実
質
的
平
等
を
制
限
し
う
る
遺
留
分
法
を
制
限
的
に
解
釈
す
る
方
法

と
し
て
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
の
限
定
に
よ
る
遺
留
分
の
実
質
的
な
縮
小
、
遺
留
分
減
殺
請
求
権
の
行
使
自
体
の
否
定
（
遺
留
分

の
事
前
放
棄
・
権
利
濫
用
に
よ
る
）
な
ど
の
可
能
性
を
検
討
す 

　
さ
ら
に
、
遺
留
分
権
の
機
能
を
め
ぐ
っ
て
は
、
近
年
、
藤
原
教
授
が
、
遺
留
分
と
親
族
連
帯
と
の
密
接
な
関
連
性
を
指
摘
し
て
い 

藤
原

（
　
）
９５く
。

（
　
）
９６る
。

（
　
）
９７る
。

（
　
）
９８る
。

（
　
）
９９る
。

（
　
）
１００る
。
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説
は
、
死
者
の
生
前
の
親
族
連
帯
は
扶
養
で
あ
る
の
に
対
し
、
死
後
の
親
族
連
帯
は
遺
留
分
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
遺
留
分
は
、
社
会
の
構
成

単
位
と
し
て
の
、
家
族
に
お
け
る
親
族
連
帯
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
位
置
づ
け
て
い
く
か
と
い
う
現
代
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
従
来
挙
げ
ら
れ
て
き
た
遺
留
分
の
三
つ
の
機
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
有
力
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
潜
在
的
持
分
の
清

算
の
機
能
は
、
配
偶
者
が
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
場
合
に
限
っ
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
、
遺
留
分
と
親
族
連
帯
と
の
関
連
性
を
指

摘
す
る
説
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
⑵
　
遺
留
分
権
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け

　
次
に
、
遺
留
分
の
根
拠
を
検
討
す
る
も
う
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
遺
留
分
権
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
上

述
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
権
の
基
本
法
上
の
基
礎
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
で
み
た
よ
う
に
、
複
数
の
権
利
・
利
益
が
対
立
す
る
場
合
に
、
そ

れ
ら
を
整
除
す
る
た
め
に
、
憲
法
上
の
基
礎
づ
け
を
検
討
す
る
こ
と
が
一
定
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
わ
が
国
で
も
、
事
業
承
継
の

妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
を
考
察
す
る
た
め
に
、
遺
留
分
権
の
憲
法
上
の
正
当
化
根
拠
を
検
討
す
る
こ
と
は
一
定
の
意
義
を
有
す

る
も
の
と
考
え
る
。

　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
権
と
憲
法
と
の
関
係
に
触
れ
る
学
説
は
少
な
い
の
に
対
し
て
、
遺
留
分
権
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
遺
言
の
自

由
に
つ
い
て
は
、
憲
法
と
の
関
係
が
学
説
上
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
遺
言
の
自
由
を
私
的
自
治
に
位
置
付
け
、
近
代
相
続
法

に
お
い
て
は
遺
言
の
自
由
が
原
則
で
あ
る
と
す
る
川
島
説
を
中
心
と
す
る
学
説
は
、
遺
言
の
自
由
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
と
捉
え
て
い
る
と
み

る
こ
と
が
で
き 

ま
た
、
憲
法
学
説
に
お
い
て
も
、
宮
澤
説
は
、
遺
言
の
自
由
を
、
被
相
続
人
の
財
産
権
と
個
人
の
尊
厳
に
位
置
付
け
て
い

 

（
　
）
１０１る
。

（
　
）
１０２る
。

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 

六
二
五
（
　
　
　
）

四
三



　
こ
れ
に
対
し
て
、
遺
留
分
権
は
、
憲
法
上
の
根
拠
を
持
つ
と
い
え
る
か
。
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
に
比
べ
る
と
、
こ
れ
を
財
産
権
や
個
人

の
尊
厳
に
含
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
遺
留
分
権
利
者
が
取
得
す
る
権
利
は
、
も
と
も
と
被
相
続
人
の
財
産
に
対
す
る
権
利
で
あ
り
、
相

続
開
始
後
、
遺
留
分
権
を
行
使
し
た
結
果
、
遺
留
分
権
利
者
の
財
産
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
な
ぜ
遺
留
分
権
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
と
い

う
問
題
を
考
え
る
と
き
に
は
、
遺
留
分
権
利
者
自
身
の
財
産
権
保
障
や
個
人
の
尊
厳
を
持
ち
出
し
て
説
明
す
る
の
は
難
し 

　
憲
法
学
説
を
み
る
と
、
例
え
ば
宮
澤
説
に
よ
る 

遺
留
分
制
度
は
、
は
た
し
て
憲
法
の
容
認
す
る
所
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
難
し
い
問
題

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
被
相
続
人
の
財
産
権
と
個
人
の
尊
厳
か
ら
み
て
、
遺
言
の
自
由
を
制
限
す
る
遺
留
分
制
度
は
、
憲
法
上
の
原
則
と
調
和

し
に
く
い
制
度
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
私
有
財
産
制
度
が
公
共
の
福
祉
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
、
被
相
続
人
の
財
産
は
そ
の
家
族

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
え
る
こ
と
、
家
族
の
扶
養
義
務
を
被
相
続
人
が
負
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
遺
留
分
制
度
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
、
遺
言

の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
憲
法
の
容
認
す
る
と
こ
ろ
と
解
さ
れ
る
、
と
結
論
づ
け
る
。
同
じ
く
憲
法
学
説
上
、
遺
留
分
制
度
に
つ
い
て
、

「
被
相
続
人
が
自
分
の
財
産
を
自
由
に
処
分
し
う
る
権
利
の
要
請
と
、
社
会
の
一
単
位
と
し
て
の
家
族
に
な
る
べ
く
と
ど
め
て
お
こ
う
と
い
う

家
族
の
保
護
の
要
請
と
の
調
整
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
」
と
の
指
摘
が
あ 

こ
の
よ
う
な
憲
法
学
説
上
の
遺
留
分
制
度
の
捉
え
方
は
、

遺
言
の
自
由
を
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
財
産
権
や
個
人
の
尊
厳
に
位
置
付
け
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
こ
れ
を
遺
留
分
権
が
制
限
す
る
こ
と
も
、

主
に
家
族
制
度
か
ら
生
ず
る
要
請
か
ら
、
憲
法
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
遺
留
分
権
は
、
憲
法
に
反
す
る
も

の
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
明
か
に
し
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
、
遺
留
分
権
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、
相
続
の
文
言
が
含
ま
れ
る
憲
法
二
四
条
に
お
け
る
遺
留
分
権
の

基
礎
づ
け
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
同
条
は
、「
配
偶
者
の
選
択
、
財
産
権
、
相
続
、
住
居
の
選
定
、
離
婚
並
び
に
婚
姻
及
び
家
族
に
関

す
る
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
は
、
法
律
は
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
、
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
す
る
。

（
　
）
１０３い
。

（
　
）
１０４と
、

（
　
）
１０５る
。
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し
た
が
っ
て
同
条
に
よ
る
と
、
相
続
に
つ
い
て
の
法
律
は
、
婚
姻
及
び
家
族
に
関
す
る
事
項
と
し
て
、
制
定
に
際
し
て
は
、
個
人
の
尊
厳
と
両

性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
定
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
同
条
は
、
遺
留
分
権
を
憲
法
上
保
障
す
る
意
義
を
有
す
る
と
い
え
る
か
。
た
し
か
に
、「
相
続
」
の
文
言
が
あ
る
か
ら
、
憲
法
は
、
相
続
制

度
を
想
定
し
て
い
る
と
い
え 

し
か
し
、
憲
法
が
相
続
制
度
を
維
持
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
し
て
も
、
遺
留
分
権
が
、
財
産
権
と
同
じ
意
味
で
、

憲
法
上
保
障
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
。
相
続
制
度
を
維
持
し
な
が
ら
、
相
続
権
を
ど
の
よ
う
に
形
成
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
─
た
と
え
ば
、
遺

留
分
権
を
認
め
な
い
相
続
制
度
も
許
さ
れ
る
─
と
み
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
に
み
る
と
、
憲
法
二
四
条
は
、
遺
留
分
権
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
条
の
意
義
は
、
憲
法
一
三
条
お
よ
び
一
四

条
に
お
け
る
個
人
の
尊
厳
と
平
等
原
則
と
を
家
族
生
活
に
お
い
て
も
保
障
す
る
意
義
を
有
す
る
と
い
う
の
が
、
憲
法
学
説
に
お
け
る
一
般
的
な

捉
え
方
で
あ 

こ
れ
に
加
え
て
、
日
本
国
憲
法
二
四
条
が
、
家
族
の
保
護
と
い
う
積
極
的
な
意
味
を
も
併
せ
持
つ
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
遺
留
分
権
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
上
で
意
義
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
条
が
家
族
の
保
護
と
い
う
積
極
的
な
意
味
を
有
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
遺
留
分
権
の
保
障
も
、
家
族
の
保
護
の
内
容
の
一
つ
と
し
て
─
遺
留
分
権
が
家
族
の
保
護
に
寄
与
す
る
の
で
あ
れ
ば
─
憲
法
二

四
条
か
ら
導
か
れ
る
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
同
条
が
、
家
族
の
保
護
の
意
味
を
含
む
か
に
つ
い
て
の
学
説
を
み
る
と
、
否
定
的
な
見
解
が
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
憲
法

二
四
条
は
、
個
人
の
尊
厳
を
明
文
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
個
人
を
徹
底
す
る
場
合
に
は
、
家
族
解
体
の
論
理
を
も
含
意
し
た
も
の
と
捉
え
う
る

と
の
指 

憲
法
二
四
条
は
、
個
人
の
尊
厳
の
徹
底
に
よ
っ
て
近
代
家
族
を
克
服
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ 

こ
の
よ
う
に
、
憲
法

二
四
条
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
尊
厳
を
強
調
し
、
家
族
と
い
う
団
体
を
積
極
的
に
保
障
す
る
意
義
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ

の
よ
う
な
中
で
、
憲
法
が
家
族
を
保
護
す
る
積
極
的
責
務
を
国
家
に
課
し
て
い
る
と
の
説
が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
米
沢
説
は
、
家
族
生

（
　
）
１０６る
。

（
　
）
１０７る
。

（
　
）
１０８摘
、

（
　
）
１０９る
。
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活
に
お
け
る
個
人
の
生
存
権
保
障
と
の
関
連
で
、
自
由
権
と
社
会
権
を
明
確
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
を
前
提
に
、
社
会
権
的
性
格
自
体
は
憲
法

二
五
条
か
ら
導
き
出
し
、
同
条
の
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
の
内
容
に
、
憲
法
二
四
条
や
一
三
条
の
要
請
す
る
家
族
生
活
の
保

護
や
家
族
内
で
の
個
人
の
保
護
の
意
味
を
包
含
さ
せ 

　
こ
の
よ
う
に
、
憲
法
二
四
条
の
本
質
を
自
由
権
的
に
捉
え
、
家
族
の
保
護
に
つ
い
て
は
付
随
的
に
検
討
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
議
論
状

況
に
お
い
て
、
憲
法
二
四
条
の
意
義
は
、
相
続
に
つ
い
て
の
規
定
は
個
人
の
尊
厳
と
平
等
に
配
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
相
続

権
し
た
が
っ
て
最
低
限
の
相
続
権
で
あ
る
遺
留
分
権
を
保
障
す
る
意
味
ま
で
は
引
き
出
し
に
く
く
、
遺
留
分
権
の
根
拠
と
し
て
憲
法
二
四
条
を

あ
げ
る
こ
と
は
、
簡
単
に
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
遺
留
分
権
の
保
障
に
つ
い
て
、
憲
法
は
中
立
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
遺
言
の
自
由

は
、
財
産
権
保
障
や
個
人
の
尊
厳
の
尊
重
に
含
め
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
捉
え
方
で
あ 

３
．
小
　
　
括

　
近
年
、
遺
留
分
は
、
遺
言
の
自
由
を
制
限
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
事
業
承
継
を
妨
害
す
る
と
い
う
認
識
が
広
が
り
、
事
業
承
継
を
守
る
た
め

に
遺
留
分
を
制
限
す
る
立
法
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
遺
留
分
を
制
限
す
る
傾
向
の
も
と
で
は
、
わ
が
国
の
遺
留
分
権
論
に
お
い
て
、

事
業
承
継
お
よ
び
遺
言
の
自
由
を
制
限
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
の
検
討
に
は
、
遺
留
分
の
生
き
残
り
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
面
を
持
つ
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
業
承
継
に
結
び
付
い
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
遺
言
の
自
由
は
財
産
権
保
障
や
個
人
の
尊
厳
と
い
う

価
値
の
も
と
に
位
置
付
け
ら
れ
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
と
解
す
る
学
説
が
一
般
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
遺
留
分
権
が
憲
法
上

保
障
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
く
と
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
遺
言
の
自
由

を
制
限
す
る
遺
留
分
権
は
、
明
確
な
機
能
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
憲
法
の
趣
旨
に
反
す
る
と
の
評
価
に
つ
な
が
り
や
す
い
。
し
か
し
、
遺
留

（
　
）
１１０る
。

（
　
）
１１１る
。
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分
の
機
能
と
し
て
従
来
挙
げ
ら
れ
て
き
た
三
つ
の
機
能
（
生
活
保
障
・
潜
在
的
持
分
の
清
算
・
公
平
性
の
維
持
）
は
、
─
配
偶
者
の
潜
在
的
持

分
の
清
算
を
除
い
て
─
そ
れ
ぞ
れ
批
判
的
な
評
価
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
遺
留
分
が
、
遺
言
の
自
由
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
経
済
上
重
要

な
価
値
を
有
す
る
事
業
の
承
継
を
も
制
限
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
よ
り
一
層
遺
留
分
の
正
当
化
が
難
し
い
と
い
う
の
が
わ
が
国
の
事
業

承
継
と
遺
留
分
に
つ
い
て
の
問
題
の
捉
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
近
年
、
遺
留
分
を
親
族
連
帯
に
位
置
付
け
る
立
場
が
提

唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
の
根
拠
と
な
り
得
る
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
を
要
す
る
。

（
　
）　
大
野
・
前
掲
注
（
２
）。
事
業
承
継
と
遺
留
分
に
つ
い
て
は
、
一
八
二
頁
以
下
、
四
一
七
頁
以
下
参
照
。

８０
（
　
）　
大
野
・
前
掲
注
（
２
）
一
八
二
─
一
九
五
頁
。

８１
（
　
）　
藤
原
・
前
掲
注
（
２
）
二
三
頁
。

８２
（
　
）　
神
崎
ほ
か
・
前
掲
注
（
３
）
五
〇
頁
以
下
。

８３
（
　
）　
浦
野
由
紀
子
「
事
業
承
継
円
滑
化
法
が
相
続
法
に
与
え
る
影
響
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
七
七
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
六
頁
。
浦
野
教
授
は
さ
ら
に
、
同

８４
法
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
相
続
人
間
の
契
約
に
よ
る
事
前
の
相
続
規
律
と
い
う
ス
キ
ー
ム
を
提
示
し
た
点
に
あ
る
と
し
、
こ
の
ス
キ
ー
ム
が
、
相
続
法
の

中
で
一
般
化
可
能
な
も
の
か
、
従
来
の
相
続
法
理
論
と
ど
の
よ
う
に
接
合
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
　
）　
神
崎
ほ
か
・
前
掲
注
（
３
）
五
四
頁
。
非
上
場
株
式
の
評
価
方
式
に
つ
い
て
は
、
収
益
方
法
、
純
資
産
方
式
、
比
準
方
式
な
ど
が
あ
り
、
特
定
の
算

８５
定
方
法
が
な
い
た
め
に
実
務
上
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

（
　
）　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
に
つ
い
て
は
、http://w

w
w
.chusho.m

eti.go.jp/zai
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u/shoukei/2009/090209H
youkaG

uidelin

 
                      
      
       es.htm

      

参
照
。

８６
（
　
）　
中
川
善
之
助
「
家
族
形
態
と
相
続
形
態
─
相
続
権
の
根
拠
」『
末
川
先
生
還
暦
記
念
　
民
事
法
の
諸
問
題
』（
有
斐
閣
・
一
九
五
三
年
）
一
三
五
頁
以

８７
下
。

（
　
）　
岩
垂
肇
「
相
続
の
根
拠
と
現
代
相
続
法
の
目
標
（
一
）、（
二
）、（
三
・
完
）」
民
商
法
雑
誌
二
六
巻
四
号
一
─
一
三
頁
（
一
九
五
一
年
）、
二
六
巻
六

８８
号
一
六
─
二
三
頁
（
一
九
五
一
年
）、
二
七
巻
二
号
一
三
─
三
一
頁
（
一
九
五
二
年
）、
同
「
相
続
の
根
拠
（
再
論
）」
民
商
法
雑
誌
八
六
巻
四
号
一
二

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 

六
二
九
（
　
　
　
）

四
七



頁
（
一
九
八
二
年
）。

（
　
）　
筆
者
は
別
稿
に
て
、
遺
言
の
自
由
の
制
約
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
遺
留
分
に
は
、
生
存
権
を
保
障
す
る
機
能
を
始
め
と
し
た
、
積
極
的
な
存
在

８９
意
義
が
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
と
の
立
場
を
示
し
た
。
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
法
学
論
争
一
五
五
巻
三
号
四
四
頁
。

（
　
）　
稲
子
恒
夫
・
稲
子
宣
子
「
相
続
と
生
活
保
障
」
民
商
法
雑
誌
四
〇
巻
六
号
三
頁
（
一
九
五
九
年
）。

９０
（
　
）　
沼
正
也
『
民
法
四
部
・
理
論
相
続
法
学
（
再
訂
版
）』
中
央
大
学
通
信
教
育
部
（
一
九
七
三
年
）
一
〇
頁
。

９１
（
　
）　
富
田
哲
「
相
続
に
お
け
る
生
活
保
障
的
機
能
の
問
題
点
」『
渡
辺
洋
三
先
生
追
悼
論
集
　
日
本
社
会
と
法
律
学
─
歴
史
、
現
状
、
展
望
』（
二
〇
〇
九

９２
年
）
三
八
五
頁
。
遺
留
分
に
つ
い
て
は
と
く
に
三
九
四
頁
以
下
参
照
。

（
　
）　
西
・
前
掲
注
（
４
）
一
二
五
巻
六
号
一
五
九
頁
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
法
学
論
叢
一
五
五
巻
三
号
四
四
頁
。

９３
（
　
）　
中
川
・
泉
・
前
掲
注
（
１
）
九
頁
以
下
、
遠
藤
浩
「
相
続
の
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
」
私
法
九
〇
頁
以
下
。

９４
（
　
）　
佐
藤
隆
夫
「
相
続
権
の
根
拠
に
つ
い
て
」
戸
籍
時
報
五
一
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
九
頁
以
下
。

９５
（
　
）　
佐
藤
・
前
掲
注
（
５
）
三
四
頁
。

９６
（
　
）　
伊
藤
・
前
掲
注
（
１
）
三
六
三
頁
以
下
。

９７
（
　
）　
有
地
亨
『
新
版
家
族
法
概
論
（
補
訂
版
）』（
法
律
文
化
社
・
二
〇
〇
五
年
）
三
一
七
─
三
二
二
頁
、
本
山
敦
『
家
族
法
の
歩
き
方
』（
日
本
評
論
社
・

９８
二
〇
〇
九
年
）
一
五
六
頁
。

（
　
）　
西
・
前
掲
注
（
４
）
一
二
五
巻
六
号
一
六
〇
頁
以
下
。

９９
（
　
）　
藤
原
・
前
掲
注
（
４
）
五
六
巻
二
号
一
〇
一
頁
。

１００
（
　
）　
川
島
武
宜
『
民
法
（
三
）』（
有
斐
閣
・
一
九
五
一
年
）
一
一
八
頁
。
我
妻
栄
・
有
泉
亨
『
民
法
３
親
族
法
・
相
続
法
（
第
三
版
）』（
一
粒
社
・
一
九

１０１
七
八
年
）
二
三
二
頁
、
川
上
房
子
「
相
続
権
に
関
す
る
二
三
の
考
察
」
法
政
研
究
二
七
巻
一
号
（
一
九
六
〇
年
）
九
〇
頁
な
ど
も
遺
言
の
自
由
を
私
的

自
治
に
位
置
付
け
る
。

（
　
）　
宮
澤
俊
義
・
芦
部
信
喜
補
訂
『
全
訂
日
本
国
憲
法
（
第
二
版
）』（
日
本
評
論
社
・
一
九
七
八
年
）
二
六
五
頁
。
樋
口
陽
一
＝
佐
藤
幸
治
＝
中
村
睦
男

１０２
＝
浦
部
法
穂
『
註
釈
日
本
国
憲
法
上
巻
』（
青
林
書
院
新
社
・
一
九
八
四
年
）
五
六
四
頁
（
中
村
）
は
、
遺
言
の
自
由
を
、「
被
相
続
人
が
自
分
の
財
産

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
二
号 
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を
自
由
に
処
分
し
う
る
権
利
」
と
捉
え
る
。

（
　
）　
も
っ
と
も
、
遺
留
分
の
機
能
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
被
相
続
人
の
名
義
に
な
っ
て
い
る
財
産
も
、
実
質
的
に
は
相
続
人
の
財
産
で
あ
る

１０３
と
み
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
相
続
人
自
身
の
財
産
権
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
　
）　
宮
澤
・
前
掲
注
（
　
）
二
六
五
頁
。

１０４

１０２

（
　
）　
中
村
・
前
掲
注
（
　
）
五
六
四
頁
。

１０５

１０２

（
　
）　
法
学
協
会
編
『
註
解
日
本
国
憲
法
上
巻
』（
有
斐
閣
・
一
九
五
三
年
）
四
七
七
頁
。「
人
の
死
後
に
お
け
る
、
財
産
関
係
の
承
継
制
度
と
し
て
、
そ
の

１０６
者
の
子
孫
そ
の
他
の
親
族
に
承
継
権
を
認
め
る
相
続
制
度
は
、
こ
の
憲
法
も
、
こ
れ
を
維
持
す
る
趣
旨
と
解
さ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
　
）　
植
野
妙
実
子
・
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
一
五
一
頁
。

１０７
（
　
）　
樋
口
陽
一
『
憲
法
［
第
三
版
］』（
創
文
社
・
二
〇
〇
七
年
）
二
七
八
頁
。

１０８
（
　
）　
辻
村
み
よ
子
「
憲
法
二
四
条
と
夫
婦
の
同
権
」
法
律
時
報
六
五
巻
一
二
号
四
六
頁
。

１０９
（
　
）　
米
沢
広
一
『
子
ど
も
・
家
族
・
憲
法
』（
一
九
九
二
年
）
二
七
八
─
二
八
〇
頁
。

１１０
（
　
）　
宮
澤
・
前
掲
注
（
　
）
二
六
五
頁
、
樋
口
ほ
か
・
前
掲
注
（
　
）
五
六
四
頁
。

１１１

１０２

１０２

五
、
お
　わ
　り
　に

　
こ
れ
ま
で
、
事
業
承
継
を
妨
害
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
お
よ
び
日
本
に
お
け
る
議
論
を
、
限
ら
れ
た
範
囲
に
過
ぎ
な
い

が
、
紹
介
し
て
き
た
。
遺
留
分
権
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
遺
言
の
自
由
に
結
び
付
い
た
事
業
承
継
の
制
限
を
正
当
化
す
る
実
際
的

お
よ
び
理
論
的
な
意
義
を
有
す
る
。
こ
こ
で
、
遺
言
の
自
由
を
財
産
権
保
障
に
属
す
る
価
値
と
見
る
場
合
に
は
、
遺
留
分
権
が
憲
法
上
保
障
さ

れ
た
遺
言
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
国
民
経
済
の
観
点
か
ら
重
要
と
さ
れ
る
事
業
承
継
を
も
制
限
す
る
こ
と
と
な
り
、
遺
留

分
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
し
て
積
極
的
な
遺
留
分
の
正
当
化
に
成
功
し
な
け
れ
ば
、
遺
留
分
を
制
限
す
べ
き
と
の
評
価
に
つ
な
が
り
や

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 
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三
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）

四
九



す
い
。

　
遺
留
分
権
を
正
当
化
す
る
根
拠
に
つ
い
て
、
遺
留
分
権
が
制
限
す
る
遺
言
の
自
由
と
の
関
係
で
考
え
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
権
の

基
本
法
上
の
基
礎
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
が
参
考
に
な
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
の
相
続
権
保
障
の
解
釈
と
し
て
、
遺
言
の
自
由

を
所
有
権
保
障
や
私
的
自
治
と
同
様
に
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
学
説
上
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
は
、
基
本
法
一
四
条
一

項
の
よ
う
な
形
で
相
続
権
に
つ
い
て
規
定
す
る
条
文
は
な
い
け
れ
ど
も
、
遺
言
の
自
由
を
原
則
と
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
川
島
説
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
遺
言
の
自
由
を
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
財
産
権
に
位
置
付
け
る
立
場
が
早
く
か
ら
示
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
遺
言
の
自
由
を
、

財
産
権
保
障
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
か
。
私
見
に
よ
る
と
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
、
遺
言
の
自
由
は
私
的
自
治
の
死
後
へ
の
拡
張

と
み
て
、
財
産
権
保
障
に
含
ま
れ
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
私
有
財
産
制
の
下
で
の
財
産
権
保
障
の
意
義
に
つ

い
て
い
え
る
こ
と
は
、
遺
言
の
自
由
の
保
障
に
も
、
基
本
的
に
同
様
に
あ
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
遺
言
の
自
由
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
生
前

の
財
産
権
保
障
は
限
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
遺
言
の
自
由
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
、
死
ぬ
ま
で
に
効
果
が
発
生
す
る
よ
う
な
財
産
処

分
を
行
う
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
、
財
産
権
の
大
き
な
制
約
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
遺
言
の
自
由
を
認
め
る
こ

と
が
、
財
産
処
分
の
自
由
を
尊
重
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
こ
の
こ
と
は
、
財
産
権
保
障
が
私
有
財
産
制
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
同
様

の
根
拠
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
言
の
自
由
を
、
財
産
処
分
の
自
由
と
基
本
的
に
は
同
様
に
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
も
の

と
捉
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
遺
留
分
権
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
、
考
え
に
く
い
。
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
論
に
お
い
て
従
来
、
遺
留
分
権
が
基
本

法
上
保
障
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
遺
留
分
の
機
能
が
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
遺
留
分

の
存
在
意
義
が
見
出
し
に
く
く
な
る
と
い
う
状
況
に
あ
り
、
さ
ら
に
、
遺
留
分
が
事
業
承
継
を
妨
害
す
る
と
い
う
認
識
が
拡
が
り
、
事
業
承
継

＜
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と
の
関
連
で
は
、
遺
留
分
権
が
弱
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

　
二
〇
〇
五
年
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
基
本
法
一
四
条
一
項
お
よ
び
六
条
一
条
に
よ
っ
て
遺
留
分
権
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
こ
と
か
ら
、
遺
留
分
権
は
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
と
の
認
識
が
広
が
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
理
由
付
け
か
ら
、
依
然
と
し
て
、
遺
言
の

自
由
を
、
遺
留
分
権
に
よ
り
制
限
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な
い
と
い
う
状
況
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
遺
留
分
権
が
、
憲
法
上
の
保
障
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
。「
相
続
」
の
文
言

を
含
む
憲
法
二
四
条
は
、
自
由
権
的
な
性
格
を
持
ち
、
最
低
限
の
相
続
権
で
あ
る
遺
留
分
権
を
保
障
す
る
意
味
を
含
む
と
考
え
る
の
は
、
難
し

い
。
も
ち
ろ
ん
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
遺
言
の
自
由
を
、
憲
法
上
は
明
確
に
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
民
法
上
は
保
障
さ
れ
て
い
る

遺
留
分
権
に
よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
遺
言
の
自
由
を
憲
法
上
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

遺
言
の
自
由
を
、「
人
間
の
尊
厳
」
性
に
由
来
す
る
権
利
と
し
て
保
障
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
か 

こ
れ
を
制
限
す
る
に
は
、
遺
留
分
権
の

機
能
を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
、
明
確
な
根
拠
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
遺
言
の
自
由
の
保
護
が
、
事
業
承
継
の
保
護
に
結
び
付
く
場
合
に
は
、

国
民
経
済
の
観
点
か
ら
も
、
事
業
承
継
を
妨
害
す
る
遺
留
分
の
正
当
化
が
難
し
く
な
る
。

　
で
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
遺
言
の
自
由
お
よ
び
、
事
業
承
継
を
妨
害
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
、
遺
留
分
権
の
根
拠
は
何
で
あ
る
か
。
こ

の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
遺
留
分
の
機
能
論
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
で
従
来
挙
げ
ら
れ
て
き
た
遺
留
分
の
三
つ
の
機
能
─

生
活
保
障
・
潜
在
的
持
分
の
清
算
・
公
平
性
維
持
─
に
は
、
配
偶
者
の
潜
在
的
持
分
以
外
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
有
力
な
批
判
が
提
起
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
批
判
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
遺
留
分
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
な
お
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
否
か
を
、
憲
法
論
上
の
議
論
を

も
参
考
に
し
な
が
ら
検
討
す
る
と
、
三
つ
の
機
能
の
う
ち
、
潜
在
的
持
分
を
清
算
す
る
機
能
は
、
遺
言
の
自
由
お
よ
び
事
業
承
継
の
制
限
を
説

明
し
や
す
い
。
な
ぜ
な
ら
、
潜
在
的
持
分
は
、
本
来
遺
留
分
権
利
者
の
財
産
で
あ
り
、
財
産
権
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
上
述

（
　
）
１１２ら
、

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 

六
三
三
（
　
　
　
）

五
一



の
よ
う
に
、
遺
言
の
自
由
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
財
産
権
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
制
限
す
る
遺
留
分
権
の
正
当
化
は
、
簡
単
で

は
な
い
。
こ
こ
で
、
遺
留
分
権
を
、
遺
言
の
自
由
と
同
様
に
財
産
権
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
遺
言
の
自
由
お
よ
び
事
業
承
継
の

制
限
を
正
当
化
す
る
根
拠
が
、
あ
る
程
度
は
説
得
的
に
示
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
生
活
保
障
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
な
お
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
わ
が
国
に
お
け
る
遺
留
分
の

機
能
論
で
有
力
に
主
張
さ
れ
て
き
た
よ
う 

扶
養
義
務
の
延
長
と
生
存
保
障
の
考
え
か
ら
、
遺
留
分
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
上
述
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
決
定
は
、
遺
留
分
権
利
者
の
扶
養
等
の
必
要
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
遺
留
分
権

は
基
本
法
上
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し 

し
か
し
、
生
活
保
障
に
よ
っ
て
遺
留
分
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
遺
留
分
権
利
者
が
扶
養

の
必
要
性
を
有
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
扶
養
義
務
は
、
本
来
被
相
続
人
が
生
き
て
い
た
な
ら
ば
履
行

す
べ
き
義
務
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
遺
産
は
、
扶
養
義
務
を
履
行
し
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
分
だ
け
減
少
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
扶
養
義
務

に
重
な
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
遺
留
分
権
に
よ
っ
て
、
遺
言
の
自
由
お
よ
び
事
業
承
継
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
正
当
化
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
も
っ
と
も
、
遺
留
分
権
利
者
の
生
活
保
障
は
、
被
相
続
人
の
死
後
は
、
他
に
扶
養
義
務
者
が
い
な
け
れ
ば
、
本
来
国
に
よ
る
社
会
保
障

制
度
の
役
割
で
あ
り
、
遺
留
分
法
の
役
割
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
社
会
保
障
制
度
の
不
備
を
相
続
に
よ
り
補
う
と
い
う
観
点
か
ら
、

遺
留
分
権
利
者
の
生
活
を
保
障
す
る
た
め
に
、
遺
言
の
自
由
や
事
業
承
継
を
制
限
す
る
こ
と
を
、
一
定
程
度
、
正
当
化
す
る
こ
と
は
可
能
な
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
、
社
会
保
障
制
度
と
相
続
法
の
役
割
分
担
を
ど
う
考
え
る
か
に
か
か
わ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
公
平
性
維
持
の
機
能
は
、
遺
言
の
自
由
の
制
限
お
よ
び
事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
説
得
力
を
失

い
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
決
定
は
、
遺
言
に
よ
っ
て
相
続
人
間
の
公
平
性
を
は
か
る
こ
と
は
被
相
続
人
に

強
制
さ
れ
な
い
と
し
な
が
ら
、
遺
留
分
権
は
、
遺
言
に
よ
る
不
公
平
を
あ
る
程
度
是
正
す
る
と
の
捉
え
方
を
示
し
た
。
し
か
し
、
近
代
法
の
要

（
　
）
１１３に
、（

　
）
１１４た
。
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求
す
る
平
等
の
原
則
は
、
被
相
続
人
の
意
思
を
制
限
し
、
か
つ
国
民
経
済
上
重
要
な
事
業
承
継
を
制
限
し
て
ま
で
維
持
す
べ
き
と
は
捉
え
ら
れ

な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
公
平
性
を
重
視
す
る
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
遺
言
の
自
由
が
、
近
代
相
続
法
の
理
念
に
反

す
る
よ
う
な
長
子
単
独
相
続
の
普
及
に
つ
な
が
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
遺
留
分
権
を
制
限
し
て
事
業
承
継
を
保
護
す

る
場
合
に
は
、
事
業
を
継
続
さ
せ
る
長
男
に
、
財
産
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
か
な
り
多
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い 

し
か
し
、
そ
れ
は
、
長

男
に
財
産
を
集
中
さ
せ
る
と
い
う
長
子
単
独
相
続
の
考
え
に
基
づ
く
と
い
う
よ
り
は
、
事
業
を
承
継
す
る
者
に
財
産
を
集
中
さ
せ
た
い
と
す
る
、

被
相
続
人
の
合
理
的
な
考
え
に
基
づ
く
と
捉
え
ら
れ
る
場
合
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
単
に
法
律
上
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
、
形
式
的
に
平
等
の
回
復
を
図
る
こ
と
は
、
最
近
の
相
続
法
学
説
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
被
相
続
人
の
寄
与
に

応
じ
て
相
続
で
き
る
と
す
る
対
価
的
相
続
の
考
え
方
に
も
沿
わ
な
い
。
事
業
承
継
を
保
護
す
る
た
め
に
、
遺
留
分
権
を
制
限
す
る
解
釈
お
よ
び

立
法
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
許
さ
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
で
、
最
近
の
民
法
学
説
が
主
張
す
る
、
遺
留
分
の
意
義
と
し
て
の
親
族
連
帯
は
、
注
目
さ
れ 

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
連
邦
憲
法
裁

判
所
お
よ
び
学
説
に
よ
っ
て
、
遺
留
分
権
の
家
族
連
帯
を
維
持
す
る
機
能
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
遺
留
分
権
の
意
義
を
親
族
連
帯
に

み
て
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
遺
言
の
自
由
の
制
限
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
説
得
力
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
上
述
の
よ
う
に
、
わ

が
国
に
お
い
て
憲
法
二
四
条
か
ら
家
族
の
保
障
の
意
味
を
導
く
解
釈
は
一
般
的
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
、
基
本
法
に
よ
り
家
族
の
保
護
が
明
示

さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
権
論
に
お
け
る
と
比
べ
、
連
帯
に
よ
り
遺
留
分
権
を
正
当
化
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
明
か
に
な
り
に
く
い
。
ま

た
、「
連
帯
」
と
い
う
言
葉
の
外
延
は
不
明
確
で
あ
り
、
議
論
を
あ
い
ま
い
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
今
後
は
、
遺
留
分
に
お
け
る
家
族
の
連

帯
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
連
帯
を
意
味
す
る
遺
留
分
権
を
、
遺
言
の
自
由
と
そ
れ
に
結
び
付
く
事
業
承
継
に
優
先
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
家
族
企
業
の
承
継
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
が
家
族
の
連
帯
を

（
　
）
１１５る
。

（
　
）
１１６る
。

事
業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
（
青
竹
） 
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維
持
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
、
遺
留
分
権
に
優
先
す
る
と
の
上
述
の
ラ
ン
ゲ
の
指
摘
は
、
わ
が
国
の
中
小
企
業
に
多
い
と
さ
れ
る
同
族
会

 

承
継
と
遺
留
分
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
意
義
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
潜
在
的
持
分
の
清
算
と
生
活
保
障
が
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
遺
言
の
自
由
と
そ
れ
に
結
び
付
く
事
業
承
継
を
制
限
す
る

こ
と
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
理
論
的
に
は
、
も
っ
と
も
支
持
し
う
る
遺
留
分
権
の
根
拠
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
に

遺
留
分
が
生
活
保
障
と
潜
在
的
持
分
の
清
算
の
機
能
を
有
す
る
か
と
い
う
点
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
遺
留
分
の
果
た
し
て
い

る
機
能
を
実
証
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
遺
留
分
の
根
拠
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
　
）　
芦
部
信
喜
・
高
橋
和
之
補
訂
『
憲
法
［
第
四
版
］』（
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
七
年
）
七
八
頁
。
な
お
、
上
述
の
宮
澤
説
・
前
掲
注
（
　
）
二
六
五
頁
も
、

１１２

１０２

遺
言
の
自
由
を
個
人
の
尊
厳
に
位
置
付
け
て
い
る
。

（
　
）　
上
述
【
三
、
１
】
お
よ
び
【
四
、
２
⑴
】
参
照
。

１１３
（
　
）　
上
述
【
三
、
３
⑵
】
参
照
。

１１４
（
　
）　
大
野
正
道
・
松
嶋
隆
弘
・
大
島
一
徳
『
入
門
　
企
業
承
継
の
法
務
と
税
務
』（
シ
ス
テ
ム
フ
ァ
イ
ブ
・
二
〇
〇
六
年
）
二
一
頁
。

１１５
（
　
）　
藤
原
・
前
掲
注
（
４
）
五
六
巻
二
号
一
〇
〇
頁
。

１１６
（
　
）　
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
『
中
小
企
業
の
事
業
承
継
円
滑
化
に
向
け
て
』（
経
済
産
業
調
査
会
・
二
〇
〇
六
年
）
二
二
頁
。

１１７

（
　
）
１１７社
の
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